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開会 午前９時30分 

 

○議長（永並 啓君） 

  おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇して質問を行

ってください。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて50

分とします。 

  川上勲議員を指名いたします。 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  本来であれば、豊能町の５年、10年先の

増収あるいは人口増加の議論をしたいと思

っておりましたが、今回に限って地元高山

のコミュニティ施設について質問をします

のでよろしくお願いいたします。 

  今、世界情勢は混沌としておりますが、

これはやはりアメリカが世界の警察官と言

われたときのことであり、近頃はアメリカ

の力が衰えてきたというのが原因であろう

かと思います。その辺のところ、岸田内閣

もアメリカべったりじゃなくして、やはり

社会情勢を見きわめて、日本の将来をつく

っていただきたいとこのように思っており

ます。 

  まず質問の項目に書いておりますように、

高山のコミュニティ施設について質問をい

たします。 

  高山の旧幼稚園をコミュニティ施設とし

て5,000万円を投入して改造をしていただき

ました。しかし、5,000万円もかけて造るん

であればすばらしいものができると思って

おりましたが、何か付け焼き刃のような形

の建物でございます。増改築でございます。

これはやはり町の予算のいたずらに使うと

ころであったと思いますが、あの建物は予

算どおり5,000万円を使われたんであれば、

造られたんで、あることをお答え願います。

建設部長やったかな。5,000万円使われたか

どうか。よろしくお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  おはようございます。お答えいたします。 

  令和４年度に行いました旧幼稚園棟の高

山コミュニティセンターの改修工事、約

5,000万円、契約金額ですけども、一度変更

設計変更を行っておりますけども、無事工

事完了検査も受けて合格したと認識してお

ります。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  では、あの建物の坪数はどれぐらいあっ

たんかお答え願いたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  高山の旧幼稚園棟全体ではなくて、今回

のメインは5,000万円のうちの約６割ぐらい

が増築にかかっている費用でございまして、

その部分の増築面積だと18平米程度という

ことです。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 
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  私が計算したところによりますと、増築

部分含めて約48坪、50坪ですね。となると

5,000万円を50坪で割ると坪当たり100万円

かかっておりますが、これは妥当な金額で

あると思っておりますか、お答え願いたい

と思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  昨年度に工事を行いました旧幼稚園棟の

高山コミュニティセンターですけども、先

ほど私のほうで増築部分がざっと18平米程

度ということでお話しておりますけども、

まず、今ある、もとあった旧幼稚園棟の壁

を撤去しまして、その部分に新しく18平米

程度増築してます。あとそれ以外にも電気

設備とか、あと機械設備、機械設備のトイ

レの給排水も含めた、あと空調、エアコン

等ですね。そういったものも含めたもの、

それから、元あった幼稚園棟にあった浄化

槽、あれも新しい合併浄化槽にやり返して

おります。あとプラスその建築を設計する

設計費用プラス建築確認も含めて5,000万円

ということですので、一概に48坪を単価で

割ったということですけど、建築だけじゃ

なくて電気、機械、その他もろもろ入って

おるということですので、私としては妥当

かなと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  普通、個人で建てるときでもね、今、部

長が答えられましたことは全て入って約60

万円か70万円ぐらいであるのが常識であろ

うと思います。坪当たり100万円もかかると

すれば、全部壊して建ててもそれぐらい、

60万円、70万円でも建てられると思います。

今、お答え願いましたトイレであるとか合

併浄化槽であるとか、そういうことも含め

ても、坪100万円いうたらびっくりする値段

でございます。そして、その中には旧校舎

から設備、机やら、いろいろなもんは持ち

込んでおります。ましてやトイレの上の部

分だけ旧校舎から持ってきて進めておりま

すし、調理室のフードといいますが、それ

も旧校舎から持ってきております。机や椅

子、全て中に置くものも旧校舎から持って

きております。それにつけても100万円とい

うのはもう恐ろしい値段であろうと思いま

すが、部長この100万円という、坪当たり

100万円という、かかったということをどの

ように考えておられるかお答え願いたいと

思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  昨年度のこの後工事、5,000万円なんです

けども、実際の建築にかかっている費用は

先ほど申したとおりざっと3,000万円程度で

す。あと残りの2,000万円については、電気

設備、要は分電盤もやり替えなあかん。あ

と照明関係、電灯とかそういったものも。

あと先ほど申したとおりトイレとか空調関

係も、換気も含めて全部やり替えてます。

それに要した費用が2,000万円、設計費用も

入れて2,000万円ということですので、結構

調理場とかにも費用を要しておるというこ

とで、金額的にはかなり要しているという

ふうに認識しておりますので、実際はその

5,000万円のうちの建築部分は3,000万円と

いうことで御理解いただけたらと思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 
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  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  細かいことを言うようですが、建築費用

が3,000万円、そのほかは経費として使った

というように思われますが、そうであれば

現場事務所、これもやはり経費の中に入っ

ておりますが、現場事務所を旧校舎の中で

事務をやっておられたように思いますが、

あの部分はその経費に入っておりますんで、

約４か月ですか、その使った費用を払戻し

されたかどうかお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  先ほど議員のほうから現場事務所を旧校

舎で行ったと、その４か月分を費用として

町のほうにお支払いするというようなこと

は私の耳には入っておりません。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  細かいことを言うようですが、その費用

もやはり経費の中に入っております。ずっ

と以前から使っておられた人を追い出して、

使ってはならない旧校舎を現場事務所とし

て使っておられましたが、これはどのよう

に考えたらいいもんか。やはり現場事務所

は現場事務所として建てられるか、他の建

物を借り入れるか、そういうことをしなけ

ればならないのに、使ってはならない旧校

舎の１室を使っておられました。経費の中

でその部分は、経費の中に現場事務所もや

はり費用として入っておるのが当たり前で

ございますが、使ってはならない旧校舎を

使って、そして町に払戻ししてないという

のは、これはやはりおかしいと思いますが、

どのように考えておられますか、お答え願

いたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  現場事務所を、今、休館している旧校舎

のほうで使用したという点ですけども、ち

ょっと私の耳には入ってきてない情報でし

て、ちょっとその件はちょっと私はちょっ

と存じてないということです。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  この5,000万円というのは国の費用ですね。

だから私はええかげんに考えてやられたと

思います。その現場事務のことも部長の耳

には入ってないというのは、これは怠慢で

あろうと思います。だからほかにも質問し

ますけれども、普通の家であれば屋根が出

てその下には歩くところから作業するとこ

ろ、しますがですね。その屋根の部分が、

その作業するとこの同じ位置かあるいは作

業する場所の少しでも出たところで屋根を

切るということを普通はしますが、あの幼

稚園の改築工事は、下のコンクリートは十

分幅がとられたと思いますが、屋根の部分

が半分程度で切られておりますが、これは

どのように考えられますか、お答え願いた

いと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  すみません、暫時休憩いたします。事実

確認のほうをちょっとしたいんで。 

（午前９時46分 休憩） 

（午前９時50分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き再開したいと思います。 

  答弁を求めます。 
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  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  ２点ほど御質問があったと。一つ目が現

場事務所を旧校舎棟のほうを使ったかとい

う点、もう１点が、新しく造った旧幼稚園

棟、今は現コミセンですけど、それの屋根

のものを土間コンと同じぐらいの幅まで広

げられなかったかという点、２点ですね。

１点目ですけども、旧校舎棟のところに現

場事務所を設置した、使ったかという点で

すけども、今ちょっと担当のほう、担当課

と話聞くところ、実際使用してたというと

ころです。ただ、議員がお話しております

経費の部分ですね。現場管理費に相当する

部分については、現場事務所にかかる費用

の分は削除してますという点です。 

  ２点目の屋根の部分についてはですが、

一応構造計算して屋根も含めた耐震等を行

っておるんですけども、極力、屋根が広げ

れる範囲までぎりぎりまで広げてセットし

たということで、土間コンまでは構造的に

は難しかったということで認識しておりま

す。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  私はコミュニティについて質問するとい

うことをあらかじめ言うてんねんから、部

長と課長の打合せは、どんなことを質問さ

れるかいうのは大体わかるんだよね。打ち

合わせしとかなあきまへんやろ。 

  ほんならもう一つ質問するけど、事務所

の暖房と冷房のやつはどないなん、あれ、

エアコンか。エアコンの室外機が外にしな

あかんわね。それが人が出入りする真横に

設置して、人が出入りする方向に風が出る

ように設置してまんねや。エアコンつけた

ら当然夏は熱い風が出ますわな。冬は冷た

い風が出ますわな。ほんでもっと言うたら、

室外機は水が出ますやろ。その水が垂れ流

しや。冬に使うたらその水が出て、朝にな

ったら水が凍りますわ、人が歩くとこ。そ

れを指摘したら、本来であれば作った業者

がちゃんと手直しせなあかんねん。それが

ほかの業者に依頼して修正しましたわ。そ

れをどのように考えられます、部長。聞い

ておられますか。お答え願いたいと思いま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  議員御質問は、そのエアコンの室外機を、

それを別の業者さんに手直しをさせたとい

うことを存じているかと。ごめんなさい。

その件についてはちょっと存じてなかった

ということです。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  もっと言うたら、人が集まる場所。その

部屋は増築して造ってもらいましたわ。本

来増築するところに柱が１本立ってまんね

や。その柱は残ったまま。部屋の中に柱が

１本残ったままで増築してまんのや。これ

は何であれ残ったままになってまんのや。

お答え願いたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  その件につきましては、地元高山自治会

さんと図面をもとに何度もやり取りさせて

いただいたところだと思います。私も当然
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一緒に地元に入りまして打ち合わせさせて

いただいたところです。その中で、設計会

社のほうからもお話があったかと思うんで

すが、一応旧幼稚園棟の、もとある棟に増

築を18平米程度していかないけないと。今

まで壁でもってたやつがその壁を撤去して

18平米ほど広げていったということです。

そのときに耐震的にその柱をとってしまう

と、ちょっと建物が最終的にもたないと、

地震でもたないということで、どうしても

ちょっとそれは外せなかったということで、

地元にも御説明させていただいたと認識し

ております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  ほかの場所は柱がなかってもちゃんとも

っとんねん。ほんだら梁をやり替えたら十

分もつはずや。それが地元の自治会と協議

して、いろいろな理屈を町のほうから言う

て、それはしゃあないなという具合に地元

が了承したはずや。あんなもん残すことが

常識かいや。ほかにももっとおまっせ。例

えば身障者用のトイレ造られましたわな。

身障者用のトイレとして中にあるのはトイ

レだけ。ほかに何もない。それから女子便

所には赤ちゃんを置くような場所も何もな

い。そのくせトイレだけは広くとってます

わ。それはどのように考えられます。部長。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  トイレにつきましては男子用、女子用、

それから身体者用という形で、旧幼稚園棟

の中のスペースを、地元さんと協議の中で、

くつろげるようなところ、管理事務所、調

理場を除いた、あと保管するスペースを除

いたスペースの中で、ギリいけるスペース

を確保したということで、私のほうは認識

しております。ですので、そのスペースの

中で男子用と女子用と身体者用がとれるス

ペースがその部分であって、おっしゃって

るものがちょっと確保できなかったという

ことです。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  ほんで、それは最近ではどう言うかな。

車いすで来る人のことを考えて入れるよう

にせなあかんわね。車椅子で入れるその外

の場所。それを幅２メートルとってまんね

や。車いすで出入りするところ２メートル、

幅。誰が考えても常識外ぐらいのことして

ますわ。幅１メートルであれば十分ですわ。

それを２メートルとってまんねや。そんな

あほなことして建ててまんねや。ちょっと

確認してないけど、屋根を取り替えられま

したんか。それをちょっと聞きたい。 

○議長（永並 啓君） 

  暫時休憩いたします。 

（午前９時59分 休憩） 

（午前10時00分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  屋根の件ですけども、既存の屋根を新た

にやり直したということは今回やっており

ませんけども、築造されてから一度も屋根

の塗装をされておりませんでしたので、今

回の昨年度の工事に合わせて屋根のほうの

塗装のほうもやり直させていただいてると

いうところです。 
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○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  建物については、屋根は重要な部分です

よね。旧校舎は5,000万円もかけてやり直し

してますわね、前に。今度幼稚園を使うよ

うになった原因は、旧校舎は屋根が、もう

40年も経つからもたへんと。あと５年、10

年ぐらいしかもたへんから旧校舎にお金を

つぎ込んでやってももったいないから幼稚

園を使ってくれと。その幼稚園も、建てた

んは３年も違いはありませんわ。１回も塗

り直してない。普通、うちの家でも六・七

年で塗り直しますわ。それを１回も塗り直

せんと屋根を取り替えてないって、これは

もってのほかや。でたらめや。屋根にも費

用かかってない。ほかにも費用かかってな

い。設備もかかってない。それを5,000万円

もかけてやってますわ。国の費用やから何

ぼ使うてもええという考え方でやったんち

ゃいますか。あの建物はでたらめでっせ。

それを今回、指定管理者に管理者の建物と

してされますわね。ほんなら指定管理者と

して審査する人は、１回でも今の建物を見

に行かれたかどうか、それをお聞きしたい

と思います。副町長。あなた審査員として

出られましたか。高山の今の状況見に行か

れましたか。お答え願いたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  お答えさせいただきます。 

  高山のコミセンの指定管理者の審査会の

委員長をさせていただいております。私、

高山コミセンの外観を拝見させていただい

たことございます。外観はね。中は今、川

上議員がいろいろ逐一おっしゃってられる

その詳細のところまで私、存じておりませ

んでした。そういうことでございます。で

すので、中は見たことございますけれども、

詳細に把握していることは、今お伺いした

ような話はこちらとしては私としては把握

できてなかったというところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  暫時休憩します。 

（午前10時04分 休憩） 

（午前10時05分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  議員おっしゃっておられるその指定管理

の審査員会として現場を見たのかというこ

とで申し上げるならば、それは行ってない

というところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  建物も見ないで何で審査できまんねんな。

たしか８名か９名かおられると思いますけ

どね。高山の指定管理なってから、町の業

務になってから８年と、今度５年ですわな。

前回８年。その間に審査員の委員８人が高

山のコミュニティ施設に何回か行かれまし

たか。全然行ってない人もいはんのちゃい

まっか。審査員長何回行かれました。８年

の間に。具体的に答弁要らんから、覚えて

おられる回数お願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  指定管理になってから、これまで審査員

の人たちがどれくらい行かれたかというこ

と。 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  指定管理になってから８年経ってて、そ

の間に何回行ったかということでございま
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すが、それぞれ担当の部長が審査員になっ

てましたので、それぞれの部長が、機会が

あれば、指定管理している旧幼稚園棟のほ

うに行ってということは、何回か、という

ことでそれぞれの委員が何回行ったのかっ

ていうのは、私は今、把握できておりませ

んけれども、少なくとも何回かは、職員と

して長らく在籍しておりますので、行って

るということは間違いないのかなというふ

うに思います。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  それはイベントとか、そういうときには

来られたときがあるかと思いますがね、普

通のときに自主的に、一遍どういうことを

やっとるんやということを見に来られたか

どうか、それをお聞きしますわ。例えば次

長ちゃう、こども未来部長一遍、何回行か

れたかお答え願います。審査員やったんか、

あなたは。ほんだら答弁して。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 

  高山コミュニティセンターに何度行った

かという御質問かと思います。私自身は右

近フェスタ等に、そういうイベントにはお

伺いしたことはございます。ただ、ふだん

の高山コミュニティセンターの活動にお伺

いしたかというと、そこは行ってないと思

います。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  今、答えられたように、８名か９名おら

れる審査員がほとんど来ておられませんわ、

どういう活動をしよるか。それでもって指

定管理に審査員として出るのは、これはお

こがましいと思いますわ、副町長。それよ

う審査されましたな。おかしいでっせ。高

山の人が森林組合を含めて10年間の間に

延々としてコミュニティセンター運営委員

会をつくってやってこられましたんや。そ

の実態を誰も見やんと審査している、その

こと自体がおかしい。ほんで例えば５年前

に東京ドームが指定管理者になりましたね。

その内容を、どういうことをしたか聞いた

ことがあるんですけど、東京ドームはマイ

クロバスを持ってると。だから月に何回か

マイクロバスを高山に、西のスポーツセン

ターのお客さんを募って高山へ連れていく

と、こういうことをあったことがあるはず

ですわ。しかし、５年間のうちに東京ドー

ムのマイクロバス来たのがただの１回だけ。

ただの１回だけでっせ。それを審査すると

きに、そういう具合に、月のうち何回か連

れていって、高山の施設を盛り上げると、

そういうこと書いてまんねや。ほんだら東

京ドームが収支報告書を年に１回出さなあ

かんわね。これを審査員の人が１回でも見

たことあるんでっか。恐らくないはずや。

担当が見て、ちょっと積んどくだけですわ。

そやと思いますわ。１回も見てない。そう

いうすばらしいことを書いて、今回もあの

業者は出してまんねん。今後５年間のうち

にそれが実行できるのかどうか。恐らく書

いておる内容の10％も実行できないと思い

ます。それでもすばらしいこと書いてまん

ねや。ほんで、立って答えてするのを何と

かそのときに、その人はすばらしいことを

言いますわ。それを鵜呑みにしてみんな審

査しまんねん。ほんですばらしいことを書

いて言うた業者は指定管理者なりまんねや。

前回もそうですわ。その辺よう考えて、地

元の実態、どういう具合にやってるか。ふ

だんに審査員が見に行ったりして初めて審
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査できまんねや。それをせんと審査するの

もってのほか。ほんであの建物は、高山の

人は高山のもんや思って、ボランティアで

みんな検討委員会をつくってやってまんね

や。ボランティアでっせ。それを10年間続

けてきた、森林組合も含めて。そういう事

態はやっぱり見やないかん。ほんでやっぱ

りそういう実態で今後もいろいろなことを

したいということを、どんな花火を打ち上

げたようなものを書かんと、実態を含めて

やっぱり書いてまんねや。それも内容を見

やんと、すばらしいことを書いてるとこを

指定管理者になったと思いますわ。それは

それで結構やけど、やっぱり地元の活動も

見えやないかん。こういうことを見た人、

審査員の中であるかどうかお聞きしたいと

思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  選定委員会ですけども、選定委員会の中

では、いろいろな議論ございました。委員

おっしゃってるのは多分プレゼンテーショ

ンという場で、我々提案のあった４社ござ

いましたので、４社の中でどこがいいのか

というとこを見きわめさせていただいてお

ります。そのときに何を審査するかという

と、やはりどんな運営計画を持ってらっし

ゃるのか、地域にどんな賑わいをつくって

いくのかというところも、我々評価させて

いただいておりますし、議員おっしゃって

る、昔から、過去から地域のほうでいろい

ろな取組やっておられる、そこのところも

我々十分、十分とは申し上げられないかも

わかりませんけど、把握した上で、そこの

業者提案いただいてる業者が地域とどう関

わっていくのかというところも我々考慮し

た上で決めさせていただいてたつもりでご

ざいまして、全く、議員がおっしゃるよう

な地域の活動を我々が無視してっていうか、

そこは評価せずに提案だけを見て業者を選

んでるというわけではございませんでした

ので、そこのところはちょっと議員御理解

いただけたらなと思います。よろしくお願

いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  副町長、指定管理のプレゼンのときには

いろいろ言うけども、その後どういうふう

に追跡調査なり、そのプレゼンされた内容

がちゃんと実行されているかっていう確認

はされているかどうかっていうのが入って

ましたんで、それの回答はできますか。実

際東京ドームのときは、西からバスを使っ

て行くって言ってたのに１回しか来てない

っていうところの、プレゼンのときの内容

の確認、それをしているかどうかっていう

ところ。できますか。 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  前回までの東京ドームさん、その前のツ

バキさん含めてもそうなんですけど、報告

書というものが出てきます。その中で今年

度何やったかとか、どれぐらいのイベント

のときに参加したとか、そういったもので

上がってきます。プレゼンのときとは若干

修正いうか変更はあったかと思いますけど

も、その中で担当課としては指定管理者が

今年度何やったかというのは把握してると

いうことです。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  担当した部署は当然当たり前のこっちゃ。

ほかの人は全然、私、８年間ずっと高山に

住んでますけど顔も見たことない。ただ、
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顔を見たは、恐らく大西部長だけは８年間、

10年間、平時のときにおいてもイベントの

ときでも、ずっと顔見てましたわ。そのほ

かの人、あと何人か６人か７人おられたと

思いますけど、イベントのとき以外に来ら

れた人はほとんどいてませんわ。そういう

中で指定管理者の審査をするとはもっての

ほかや。これやっぱり、今回議案も出てま

すけど、差し戻してもうて、ひっこめても

うて、再度やっぱり高山の現実を見てから

審査していただきたい。私はそのように思

いまっせ。部長どないでっか、副町長。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  高山のコミセンにつきましては、指定管

理者の選定委員会で業者のほうを決定させ

ていただきました。今回その提案で決定さ

せていただいたものについて議案として今

提案させていただいてるところでございま

す。我々、繰り返しになりますけど、どこ

を見てどう評価しているのかというと、先

ほど申し上げたとおりでございまして、や

っぱり高山に賑わいをつくっていきたい。

今までと違う取組をしていただけるのでは

ないかというところを評価させていただい

ております。その前提として、地域の皆さ

ん、今まで活動いただいてる方々について

も十分配慮した上で、そういういろいろな

事業なり行事、イベントに取り組んでいた

だくということを我々前提とした上で評価

をさせていただいたつもりでございます。

今までそういうところを見てこなかったっ

ていうところは確かにそうかもわかりませ

んけども、全く我々そこを無視してってい

うんですか、全く考慮せずにやっているわ

けではないというところでございまして、

当然高山の地域の皆さんと連携を取りなが

らやっていただけるのかっていうところを、

我々そのプレゼンのときにもお聞きもして

おりますし、そういうところを評価した上

でやっておりますので、地域とこれからも

連携を取りながらやっていただいて、高山

の活性化を図っていただけるものというこ

とを前提として今回提案させていただいて

いる企業でございますので、そういうとこ

ろも御考慮いただいて御検討いただけたら

と思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  今、４社いうことを言われましたね。高

山のコミュニティ運営委員会も出してます

わ。そのうちの１社いうんか、一つの団体

ですわ。しかしその団体は、応募規定の中

に、例えば納税証明とか会社の定款とか、

そういうもん出せと。ほかにも決まってな

い、運営委員会がやってて、会社組織やほ

かの組織として社会に認められない団体で

すわね。そのほかの３社は恐らく納税証明

も何も出せるはずですわ。しかし高山の運

営委員会はそんなもん何も、そういう団体

で、任意でやっておるからありませんわ。

その辺もやっぱり点数に入ってきまんねん

な。その点数はゼロですわ。総合的には当

然劣るはずですわ。そういうことの内容を

書くこと自体もおかしい。当初から、初め

は４人でやりましたんや。それからだんだ

んだんだん増えてきて、今、現在12名で運

営してまんねん。８年間、10年間かかって

もそれだけしか増えてまへんねん。一生懸

命やっておっても。これからもやっぱりや

っていっても、恐らく５年間で選ばれた業

者がやっていこうという可能性はほとんど、

一つや二つはできると思いますけど、ほと

んどできないのが実情ですわ。そういうこ

とを考えると、やはり今までやってきた、
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10年間もやってきたところを無視してやる

ということは、これはもってのほか思いま

っせ。言葉の上ではきれいごとは言えます

わ。しかし実態は伴わない、私はそない思

いまっせ。高山のコミュニティは、高山の

我々、もとの４名、それから12名になった

もん、そのほかにもおられると思いますが、

あの建物は高山のもんやという具合に思っ

てまんねん。あれは高山のコミュニティで

あるか、それとも町のものであるか、ちょ

っとお答え願いたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  高山地区のコミュニティセンターですけ

ども、旧高山小学校を、当時、まちづくり

交付金、平成18年度からのまちづくり交付

金でリニューアルしてコミセンができてお

ります。あと町立の建物と認識しておりま

す。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  あれは町のもんやという認識でんな。ほ

な平成13年の覚書で、高山にコミュニティ

をつくってくれと。それは町のもんでない、

高山にコミュニティをつくってくれという

ことを覚書に書いてるんであって、今、町

立のコミュニティであれば、高山にもう一

つコミュニティつくってもらうのが当然ち

ゃいまっか。町長どない思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  おはようございます。 

  町立か高山地区のということの御質問な

んですけれども、あの覚書書を見させてい

ただく限り、町立でコミュニティ施設の建

設をというようなところで私は理解してお

りますが、それで私どもも町立と考えてご

ざいますが、町立であろうと高山のもの、

高山というか、町立でないものにしまして

も、先ほど副町長が申し上げましたように、

高山地区で地域の活性化、それから地域の

コミュニティ、これをしっかりと醸成して

いただいてそこを有効に活用していただく

ということが一番だと思っておりますので、

町立か町立でないかということになります

と町立ですけれども、もうそこはあまりそ

の議論をしなくてもいいのかなと私は思っ

てございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  だから今の運営委員会を主体にして、指

定管理者はどこであろうとも、その運営委

員会が協力せんと、恐らく前へ進んでいけ

ないと思いますわ。そういうことを考える

と、運営委員会の言うことも聞いていただ

いて、やはり運営していただきたいと私は

そのように思っておりますんで、今後、町

の言われることも、運営委員会のことを、

言うことも大事に考えていただいて、やっ

ぱり運営していっていただきたいと私は思

いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  以上で終わります。 

○議長（永並 啓君） 

  この件につきましては総務建設常任委員

会のほうにも付託されておりますんで、そ

ちらのほうでさらに慎重に審査をしていた

だきたいと思います。 

  それと、あと先ほどの空調の件につきま

しては存じてないという答弁だったかな。
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後日何か報告をお願いしたいと思います。 

  以上で、川上勲議員の一般質問を終わり

ます。 

  議場換気のため暫時休憩いたします。再

開は10時35分でお願いいたします。 

（午前10時25分 休憩） 

（午前10時35分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、小寺正人議員を指名します。 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  ９番・小寺正人でございます。一般質問

をさせていただきます。 

  2023年５月19日、今年の５月、広島でＧ

７サミット、これが開催されました。サミ

ット議長国である岸田首相は、自分の地元

のもと広島で、各国要人や、ウクライナか

らゼレンスキー大統領を招いて、原爆資料

館を案内されたりしているところがテレビ

で放映されました。これを見た日本国の国

民が、政治家として、あの原爆はこんな悲

惨なもんだと、ウクライナの戦争もやめな

あかんということを表現してみせたわけで

すよね。だから議長国としての使命感、こ

れがまず感じられたなと。その姿を日本国

民が支持したということで支持率もアップ

した。こういうふうに私は感じました。Ｇ

７サミットが閉幕した後で、６月20日でし

たかな。最後の日ぐらいに衆議院を解散し

て総選挙が行われるもんとみんな思ってい

た人がたくさんおられましたが、現実には

解散は行われなかったいうことでございま

す。前回の総選挙からまだ２年もたってい

ないと、こんな時期に解散総選挙を行うた

めには大義っていうのが必要です。ただそ

の大義が感じられない。ただただ自分の権

力維持のために政治と、自分の打算的な政

治の姿を見せてしまった。そういうふうに

私は感じました。町長はなぜ岸田内閣が解

散しなかったか、御所見をお伺いしたいと

思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  そこのなぜ解散をしなかったかというと

ころは、新聞報道それからテレビなどでも

その解散の時期とかいろいろと、そこの社

がいろいろ考えてといいますか、いろいろ

この時期ではないかと、この理由でという

ようなことはマスコミでは報道されており

ますが、私はなぜというようなことについ

てまではちょっと言及は控えさせていただ

けたらと思っております。よろしくお願い

いたします。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  その後、10月に内閣改造を行いました。

ところがその改造を行ったすぐ後に、副大

臣やとか政務官の不祥事がぞろぞろと出て

きました。臨時国会では補正予算の中で減

税ということを盛り込んでみたんですけど、

今度は増税眼鏡という揶揄されました。支

持率は下がり続け、ついに政局問題が噂さ

れるようなところまで下がってしまった。

減税がどのような意味を持っていたのかと

いうことについて考えてみたいと思います。

まず、なぜその減税が評価されないのか。

これは町長のお考えをお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁できますか。答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  御質問の件につきましては、減税案等に
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ついて、テレビや新聞等で世論調査が複数

行われておりまして、ある新聞社が11月中

旬に全国の世論調査を実施したところ、減

税を評価すると、した割合が非常に低いと

いいますか、29％ということであったとい

うようなこと。それからその理由も付して

報じられていることも承知はしております

が、私といたしましては、大変申し訳ござ

いませんが国政に関することでございます

ので、この場でのコメントにつきましては

差し控えさせていただきたいと思っており

ます。御理解いただきますようによろしく

お願い申し上げます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  最近、泉房穂前明石市長がテレビにどん

どん出てくるようになりました。ＹｏｕＴ

ｕｂｅなんかでもいろいろな番組に出てく

るようになってみんなの注目を浴びている

ですね。ちょっと聞いてみると、僕は泉市

長というのはあまり知らなかったんですけ

ど、松本徹さんと同期の、弁護士の、司法

修習生同期だったんだとか、自分がおっし

ゃってたので間違いないと思いますけど。

話を聞いてると、何かね言葉に力強さが感

じられますね。感じです。私の受け取る感

じでございますけど、その一方、岸田さん

の発する言葉が何か力強さに欠けてるよう

な感じがします。政治家としてのその使命

感が泉明石前市長には感じられるな。その

選挙とかそんな権力とかそんなことは全然

感じられないんですよね。でも強引な手法

といいますか、自分の信念を貫いて12年間

やられた結果、明石が兵庫県で一番人口が

上がって一番税収が増えて、そういう結果

をもたらしたもんですから、世間で物すご

い評価を受けてると私は感じております。

町長は泉前明石市長、御存じ。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  御質問にお答えさせていただきます。 

  直接お会いしたことはございませんが、

テレビと報道等でぐらいのものでございま

すが、泉市長については非常に気概を持っ

て、信念を持って、その市の行政に関わっ

てこられたというのは私も思いとして持っ

ておりますので、今後、私のこれからの政

治のやり方についても非常に参考にさせて

いただけるところが多いのではと思ってご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  泉前市長に負けないぐらい頑張っていた

だくと、税収は増えるし人口も増えるし、

きっとなると思う。町長やめられてもテレ

ビにどんどん出演できると思うんですよ。 

  次に移ります。令和２年度から４年度に

かけてコロナウイルス対策の交付金が全国

的に自治体に交付されました。全国の自治

体、地方自治体の財政状態が非常によくな

ったと、そういうふうに聞いております。

いろいろ勉強会とか行っても、それはもう

間違いないとおっしゃってます。講師の方

がね。このシミュレーションです。これ議

員の方にも配ってると思いますけども、こ

れを見ても明らかに令和４年度はよくなっ

たと、ちょっとよくなったと、そのように

見えるわけですけど、本町の財政は健全化

の一歩を踏み出したのかどうか。どう考え

ておられるかちょっと聞きたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 
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○総務部長（入江太志君） 

  おはようございます。お答えいたします。 

  小寺議員が今おっしゃいました財政シミ

ュレーションは、今年の10月から11月にか

けて町政懇談会で配布した資料の一部の財

政シミュレーションのことだと思っており

ます。町政懇談会で配布した資料では令和

４年度の決算状況あるいは令和５年度の決

算見込み、令和６年度以降につきましては

小中一貫校の施設の整備費用、町道維持補

修など経常的な費用に加え、公共施設に係

る大規模修繕の費用をそれぞれの年度で見

込み、収支がマイナスとなる年度では基金

の取崩しを行い、収支がプラスマイナスゼ

ロになるように推計を行ったものでござい

ます。この公共施設の大規模修繕につきま

しては現状の公共施設をそのまま維持して

いったとすれば、定期的な大規模修繕ある

いは建替え等費用がかかるということを踏

まえたものでございます。なので、そうい

う要素でいいますと、財政状況は現状のま

ま推移すれば非常に厳しい。コロナ交付金

で一定の交付金はおりておりますが、若干

改善したように見受けられますが、抜本的

には厳しい状況が続くという形で思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  豊能町の中長期財政シミュレーション、

大阪府と一緒になってつくったやつと思い

ます。そこの中で令和６年度以降は収支不

足が発生する見通しだということは、来年

からもう収支不足が発生する見通しになっ

ていると。財政調整基金は令和３年度決算

で13.3億円あったけれど、令和12年度に枯

渇する見通しであると、こういうふうに書

かれてるわけ。僕らは理科系の人間なんで、

この下の数字あまり見ないんですよね。理

科系の人はやっぱりグラフ見るんですよ。

その動き、変化はどう動くかいうのをその

グラフで見てるんですよね。そしたらやっ

ぱりここのグラフ、棒グラフを見ても、も

う何かプラスになる要素どこにも見当たら

へんわけですよ。数字がどうあれ、もう下

しか向いてないわけ。いずれ行き詰まるだ

ろうと、そういうふうに、我々はそのグラ

フからそう読み取ってるわけですね。綱渡

りの財政状況じゃないのかということを何

度も申し上げておりますけれど、そういう

認識なんでしょうか。じゃなしに、頑張っ

たらいけるんだという認識なんでしょうか。

それをお聞きしたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  本町の厳しい財政状況の主な要因でござ

いますが、現在、東西に分かれております

本町の地理的要因と、人口急増期に整備し

た公共施設の大半をその施設の規模で運営

しているため、維持管理費や人件費も含め

た運営経費が負担となっていることによる

ものと認識をしております。本町において

このような課題が明白になっておりますの

で、そのような取組をどのようにしていく

のかということで今、公共施設再編、これ

に全力を挙げて取り組むべきであると思っ

ております。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  苦しい胸のうちはわかるんですよ。夜も

多分寝られへんような状態と思いますけど、

僕らがそのグラフを重視して見てるんだけ

ど、もう財政破綻の、起こったらどうなる
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のかというシミュレーションもやってみな

いともうあかん時期に来てると思うんです

よね。令和６年度でしょう、来年。令和12

年度に枯渇するっていったら６年しかない

けども、現実には12年になる前に、もう夜

も寝られん毎日が続くと、僕はそう思いま

す。この状態を住民の皆さんに隠さずに、

ありのままの状態を見せていただいて、財

政非常事態宣言を発することによって改善

の方向へ舵を、ちょっとでも向かわなあか

んという考えをしているわけです。財政非

常事態宣言を発することについてどういう、

何か弊害があるんでしょうか。あると考え

てますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  先ほども申し上げましたが、本町の厳し

い財政状況の主な要因は、特に東西に分か

れている本町の地理的要因、あるいは公共

施設の大半をそのままの規模で運営維持し

ているため、今後の維持管理費、あるいは

人件費を含めた運営経費が負担になってい

ることと認識しておりますので、このよう

に課題が明確になっておりますので、緊急

事態宣言を発するよりもまず公共施設の再

編を優先的に取り組んでいくことが必要で

あると考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  皆さん御存じ、夕張市、今、7,000人切っ

て何事が起こってんのかというと、何か中

国資本の人が来て次々に何か不動産開発で

転売を繰り返しという。なんかもう食いも

んにされる。これはもう元に戻らんという

ことわかってるから、何かおかしな動きな

んかが見られるわけですよ。やっぱり改善

をせんとあかんですよね。このままじっと

してたんでは、もう本当に夕張の再現を豊

能町で行ってしまうということになりかね

ないですよ。ただ豊能町は都市近郊の田舎

なので、やり方を間違えずにやれば、ほか

のところに比べたらまだやりやすいのでは

ないかと僕は思うわけです。思いませんか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  繰り返しになりますが、夕張市も、詳し

くはちょっと存じておりませんが、多分恐

らくたくさんの公共施設を持たれてて、そ

れでその辺の経費の負担も大きな財政の悪

化の要因だと認識しておりますので、本町

は夕張市のようなたくさんの施設は、ただ

東西に分かれとる関係上、それぞれの施設

を有するような形態をとっておると思いま

すけど、そのようなことにならないために、

今現在公共施設再編で施設の整理集約をし

ていきたいと思っておりますので、これを

着実に進めることが財政の健全化に大きく

寄与すると思っておりますので、それに全

力で取り組んでいきたいと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  公共施設の再編だけでこの危機を乗り切

るということは、ちょっと私はもう難しい

んじゃないかと思います。 

  次にいきます。 

  地域公共交通これの撤退が現実に大阪で

起こりました。去年の９月にそれが発表さ

れて、今月、12月の20日をもって撤退です

よね、確か。金剛自動車、会社は金剛自動

車やけど我々地元おりました。金剛バス、
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金剛バスと呼んでます。これが路線バス全

面撤退、これを決めました。これで電話し

たんです。そうしたら大変なんですと。も

う10月、11月の20日にこれの解決策を示さ

ないといけないので、視察とかちょっと勘

弁してくださいというてちょっと断られま

した。そりゃそうやろなと思います。もう

間もなくですもんね。大変なことが起こっ

てる。それを、豊能町も関係ないこともな

いような気がするし、現実に路線バスが撤

退したときに、交通弱者とか、通勤通学者

とか、買物のお客さんとか通院の治療者、

この人たちにどのような影響が起こるのか、

どのように対策をとっていかないといけな

いかっていうのも、それを参考にしながら

考えとかなあかんと思いますけど、そうい

うことは考えておられますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  金剛バスの件につきましては、主に富田

林の駅と各地を結ぶ路線バスの運営会社、

金剛自動車が12月の20日でバス事業を廃止

することは報道発表で存じておるところで

ございます。比較的都市部から近い地域を

運行する路線バスと思われますが、全15路

線廃止されるようでございます。現在のと

ころ、町内のバス路線では廃止の申出など

は受けておりませんが、同様のことが起こ

らないよう、まずは現路線が維持されるよ

うに、利用促進を図ることが必要と考えて

おります。その上で、どうしても路線の維

持が困難というようなこととなった場合に

は、住民に大きな影響が出ないように南大

阪のこの取組のような路線バスの在り方を

協議する場を、場合によっては設ける必要

があるのではないかと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  あそこは富田林を起点に、太子町とか河

南町とか千早赤阪村へ向かってバスが出て

るわけですけども、その中で多分、多分で

すよ、太子町には大阪芸術大学っていう大

学があるから、この線は何とか持ちこたえ

るんじゃないかなと、僕個人的に思ってる

だけですけど、思いますけど、それ以外の

とこは大変な、今、御苦労されてるなとい

うふうに思ってるので、一応、何か動き出

したら一回また行ってみようかなと思って

おります。 

  それで次にいきます。 

  幼稚園、保育所、こども園の民営化、こ

れに関してもう当然、町としては検討され

てるんじゃないかと思ってるんです。どこ

まで検討されているのか、ちょっと報告願

えますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  令和４年７月に開催した総合教育会議に

おきましては、西地区の認定こども園の運

営形態につきましては、公私連携幼保連携

型認定こども園とし、運営主体は民間法人

とすることを設置の考え方としています。

現在は、民間法人に委託する際の仕様書の

検討をしている最中であり、幾つかの法人

から意向のほどを聞き取りを行っている状

況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  いろいろ仕様というか、要求水準かなん

かそんなんを示して、相手からもらってる

んですかね。実際に何件か当たってるとい
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うことですかね。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  実際に豊能町の現在の園児数であるとか、

将来のいわゆる人口見込み、これは今現在

のゼロ歳児から５歳児までの人数ですが、

そういったデータ等を提供いたしまして、

こういったデータで豊能町にそういった認

定こども園を設置していただけるかどうか

っていう御意向のほうを民間業者さんに現

在お伺いをしているところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  こちら、相手側から答えもらわなくても、

大体このようになりそうだなという、それ

は当然こっち側としてもわかってるはずで

すよね、豊能町としては。長所とか短所、

どういういいことが起こってどういう不便

なことが起こるのかということは、当然、

ある程度はわかってるんですよね。それを

もって交渉してはるんですかね。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  議員の御質問は、本町にとって民営化す

ることがどのような利点があるという前提

で民間業者さんにお伺いをしているかとい

う御質問かと思いますが、まず当町にとっ

ての利点として、財政面におきましては、

老朽化した施設の建て替え費用につきまし

ては、民間による建て替えの場合、国府の

施設整備補助金の活用が見込まれます。補

助金を活用した場合、町の負担額は建て替

えに係る経費の４分の１を見込んでおりま

す。一方、公立の認定こども園にした場合

は、地方債措置はありますが、基本的には

町の100％負担となります。そこで財政負担

につきましては、民間のほうが町にとって

利点があると考えております。その他、教

育的保育的につきましては、今まで豊能町

がこの公立の幼稚園、保育所、認定こども

園におきまして、これまで培ってきました

教育保育、これは立派な教育を、保育をし

ていると思いますので、そこについては継

承しつつ、かつ民間法人が独自に保有する

教育保育プログラムを活用し、今までの豊

能町の教育保育と一緒にさせることで、よ

り充実した教育保育が可能になると考えて

おります。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  七、八年前にたしか試算もしてもらった

と思うんですよ。財政的な試算。運営上で

は、そのときの状態でいけば、これが民で

全部できたら9,000万円でできますと。それ

を公共のまま、今のままやったら３億5,000

万円やったかな、かかりますという答弁を

何回かいただきました。そこから人数が変

わってるから金額は変わってると思います

けど、物すごい大きな財政的メリットは出

ますと。問題はソフト的な面をちゃんとや

れるかどうかですよね。それを心配なさっ

てる方もおられるみたいですけど、何か民

のほうが、僕はあちこち視察したところで

は、民のほうが柔軟にそれもできてると、

そう聞いてるんですよ。ここは民がないか

ら比較するところがないので、何か従来の

考えに割と固まってるような気がしてなり

ませんけど、視察して、実際に聞いていた

ら民のほうがいいって聞いてるんですけど

ね。そういう話は聞くことないですかね。

柔軟性がある。こうしようと思ったらいつ

でもできるわけです。英語のあれを取り入
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れよういうたら、ぱっとできるわけです。

ここだったら、英語を取り入れようとした

ら、それは早いんちゃうのとか、こっちも

やってよとか、あっちもやってよとか、そ

ういう何か平等、不平等になるとか、そう

いう何かがあるんですかね。勝手にできな

いでしょう。園長さんがこの園について来

月から英語教育を始めてみようかと、試し

にやってみようと。そんなことできないで

すよね。教育委員会が何かやってません、

それ。どうぞやってくださいいう、そんな

ことは言わないですよね。どうです。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  幼稚園、保育所、認定こども園における

保育とか教育におきましては、民には民の

よさもあるかと思いますが、公、いわゆる

公立で行っている幼稚園、保育所、認定こ

ども園におきましても公立のよさがあると

いうふうに考えております。今現在、私ど

も豊能町の各園所におきましても、それぞ

れ独自の教育、保育を行っておりまして、

例えば哲学教室と申しまして、要はそうい

う哲学的な考え方を小さい頃から学んでい

ただく教育をやっていたりであるとか、あ

るいは身近な自然を利用して初谷川と一緒

に、初谷川のそういう自然を生かした教育、

保育を行っていたりという、各園所それぞ

れの取組を行っております。教育委員会か

ら幼稚園、保育所に対してこういう教育を

しなさいという、一定の教育指針に基づい

た、そういった指導はいたしますが、基本

的に細かい部分については各園所の所園長

にお任せしているという部分であると思っ

ております。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  各幼稚園の園長さんが教育の内容を決め

ていいんですか、別に。何か教育委員会が

こうしてくださいというふうに指導してる

んじゃないの。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  失礼いたします。教育長、森田より御答

弁させていただきます。 

  今、御質問のありました各幼稚園、保育

所等にどのような教育委員会として指示を

しているのかというようなことでございま

すけれども、大枠は毎年出しております豊

能町教育基本指針、これで小中学校を初め

保育所、幼稚園に一応こういう教育を目指

しましょうという指示を出しております。

それをもとにしまして、各保育所、幼稚園

では年間の保育あるいは幼稚園の教育計画

を立てまして、それで教育保育を進めてい

ただいてるというような内容になっており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  心配の一つの種が、公私連携してますで

しょう。連結してるところが、私立がばん

と入ったときに断ち切られるんじゃないの

という心配なさってる方がおられるようで

すけど、そんなことはあり得るんですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  基本的に本町が西地区における認定こど

も園で民間法人に委託といいますか、民営

化する際、豊能町がこれまで培ってきた教
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育、保育、これについては基本的に、先ほ

ど教育長が申し上げました教育の基本指針

に基づいた方針を継承する必要があると考

えております。そういった意見が反映され

るように、公私連携幼保連携型認定こども

園といたしまして、例えば、当分の間、三

者協議会、これは保護者とか民間法人、町、

この３者におきましてそういう協議会を設

けまして、その中でどういった教育、保育

というものをしていくのかっていう協議の

場を設けるということを条件として、この

仕様に入れようというふうに考えておると

ころでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  次にいきます。スマートシティ事業推進

に関する見解書っていうのが豊能町から、

そしてＯＺ１から出されております。それ

をスマートシティ特別委員会で細かいこと

はやってもらいたいと、基本的にはそう思

ってますけど、何かかみ合ってないですよ

ね。あれ見たら、右言うたら左、左言うた

ら右と言って、何か融合をするようなよう

には見えないんですよ、見てて。でも協働

してやってきたから、けんか別れみたいな

ことをするのは非常によろしくないなと僕

は個人的に思ってるんですよ。もうちょっ

と、あれをやってるのかね、話し合いを続

けてるのか。あれを出したまま放置されて

るのかどっちなんですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  御質問の見解書につきましては、７月の

スマートシティ特別委員会におきまして、

企業版ふるさと納税が令和４年度にスマー

トシティ推進事業の予算を最初に計上した

当初のとおり寄附されていないことについ

て、企業側の見解を確認するように求めら

れたところでございます。これを受けまし

て、８月にＯＺ１に見解を求め、８月中に

見解書のほうが提出されたところでござい

ます。それを９月のスマートシティ特別委

員会で見解書が提出されたことにつきまし

ては御報告をいたしました。その後、11月

のスマートシティ特別委員会におきまして、

ＯＺ１の見解に対して町側の見解との相違

部分を整理して御説明したところでござい

ます。ＯＺ１の見解につきましてはＯＺ１

から見ての見解であるため、全てがお互い

に合意している内容ではございません。Ｏ

Ｚ１の見解や本町との見解の相違につきま

しては、国とか府に相談するとか指導を仰

ぐようなことは現在考えておらない状況で

ございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  話合いをしてないということになると、

あと、今12月、１月、２月、３月、これで

令和の５年度は終わっちゃうわけやから、

令和５年度のやってない事業５事業ありま

すやん、残ってる、それのＫＰＩはもう出

せないですよね。出したらインチキってい

うことになるからね。そういうことになり

ませんか。出せなくていいと思ってんのか。

出さないといけないと思ってるのか。どう

ですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  相手方の企業、ＣＳＰＦＣになりますけ

ども、そこと今、事業を進めておりますの

で、その事業の進め方とかについては協議
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をしながら進めさせていただいているとこ

ろでございます。お金の部分についてはＯ

Ｚ１から入ってこないというところで、Ｏ

Ｚ１に対して求めていってるという姿勢も

変わりません。ＫＰＩでございますけども、

予算で７月の際にお認めいただいた三つの

事業について、これについては今、粛々と

取組を進めさせていただいております。ほ

かの五つのサービスについてどうなんだと

いうところでございますけれども、これに

つきましても、企業側で努力いただいて、

別の補助金をとってこられて、例えばスマ

ホ教室なんかですと、前にも御説明差し上

げたように、それでもって企業側の取組に

よってＫＰＩがそこでできるものというの

もございますので、そういうものについて

も今、取り組んでいるところでございます。

ＫＰＩについてはこれ未実施というわけで

は済まないというんですかね、そういうこ

とではなくて、取組を何らかの形で予算の

ない中でも、やっていくという姿勢は示す

必要があるというところでございまして、

達成はできてない状況であると、未達と申

し上げますけども、そういう状況であると

いうところで、大阪府なり国に対しまして

も説明をしていきたいというふうに思って

おります。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  とにかく進めなければ豊能町に不利益が

あるというふうに見ておられる人もおられ

ます、現実にね。それはもう目つぶってや

ってもらわんとあかんよと。ＯＢいうか、

ここのＯＢじゃないですけどいてはります。

だからやっていくほうで考えていかないと、

決裂の方向で考えてんねやったら何もせん

といたら決裂するから、その代わり何事が

起こるかわからんよという話ですよね。僕

はやっぱりソフトランディング、それを目

指さんとあかんと思いますよ。ハードラン

ディングではもうめちゃくちゃになると思

います。信頼を損なうと、いろいろな面で

いろいろなところに信頼を損なう結果が待

ってると思います。そういうふうに私は考

えるんだけど、どうですか。信頼保てます

か。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺議員、具体的に言っていただくほう

がわかると思います。 

○９番（小寺正人君） 

  いやいや、その５事業をやらずに、要す

るにＫＰＩを出せない状態で６年度に入っ

てしまったと言うたときに、大丈夫なんで

すか。 

○議長（永並 啓君） 

  それはＫＰＩを出す方向で予算を出して

こいということですか。 

○９番（小寺正人君） 

  そういうことになるわね。いや、だから

ちゃんと関係を修復しながらやらんとあか

んの違いますかということ。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  先ほども申し上げましたけども、予算で、

我々八つのサービスをやらせていただきた

いということで提案させていただきました。

そのうち住民サービスの低下を招かないも

ので一定の令和４年度の取組で評価いただ

いているものについてはお認めいただいた。

三つの事業については進めていってもいい

よということで、今、我々取組進めさせて

いただいております。残りの五つについて、

じゃあできないよということになっており

ますけども、その中でも、先ほども申し上

げましたが、何らかの形で、我々の費用負
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担を伴わないで、我々のフィールドを使っ

ていただいても結構ですよいう、そういう

枠組みの中でやっていただけるものについ

てやっていただいて、何らかのＫＰＩをと

っていくというところの取組も進めさせて

いただいております。ただ、残りのものに

ついてどうするのかというところにつきま

しては、これ大阪府、国とも今、協議を進

めているところでございます。今のうちの

現状、予算で認めていただかなくってＫＰ

Ｉがなかなかとれないという状況について

は、府、国にも相談しながら、どういうお

答えいただけるのかっていうのはお答えい

ただいておりませんけれども、ただ、我々

がそのＫＰＩについて全くやらなくてもい

いよということで国からも返事をいただい

てるわけでございませんので、引き続き

我々としてはＫＰＩの未達という状況を維

持しながら、今現在取組を進めております。

来年度についてはどうなっていくのかとい

うのはまだ、直ちにこうなりますというこ

とは今、申し上げられませんけれども、今、

議会のほうでお認めいただいたものについ

ては取組を進めさせていただいているとい

うところもございます。一定議会のほうで

も御判断いただいた上で、我々取組を進め

させていただいておりますので、これ全く

取組をしないでＫＰＩができない状況を国

のほうから何らかの指摘いただいて、補助

金の返還とか、そういうことがもし、生じ

るいうようなことがございまして改めてこ

ちらのほうで検討させていただいて、改め

て議会とも御相談をさせていただきたいと

思いますけども、今の段階ではそういう状

況でもないというところでございまして、

我々とすれば、何回も申し上げますけども、

ＫＰＩを何らかの形で取り組んでいきたい

というところで、今、取り組んでいるとこ

ろでございますので、このまま現状を維持

していくっていうんですかね。このまま引

き続き取組を進めていきたいというふうに

思っております。以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  小寺正人議員。 

○９番（小寺正人君） 

  できるだけソフトランディング、できる

だけいうか必ずと言ったほうががいいと思

いますけど、ソフトランディングをさせて

いただきたいと、そっちの方向で早く進め

ていただきたいなと思っています。それで、

11月の７日に徳島県の神山町というところ、

ちょっと視察に行ってきました。日帰りで

行ってきたんですけど、とても有名な町な

んで、今年の４月に高専、高等専門学校を

丸ごと、神山丸ごと高専っていうの、私立

高専で初めて開きはった。それについてち

ょっと聞きに行きたいな思って行ってきた

んですけど、それでこれを見てましたら、

ここもやっぱり企業版ふるさと納税使って

るんですよ。それが何か100億円ぐらいどう

も入ってるような資料が出てきましたんで、

皆さんにお配りしてますけど、とっても大

きなお金をちょっと全部じゃないんですけ

ど、ちょっと家に置き忘れてきたのである

やつだけで出したんですけどね。結構たく

さんの企業が出してますよね。何か１億円

や２億円やいう話じゃないみたいだからね。

これをやるためには、何か知らんけど認定

してもらわなあかん、国にね。それも分厚

いあれになるので、目次だけぱっと見てま

したんやけど、70ページぐらいわたって項

目が全部書かれてるね。こういうことをし

ないと、多分、企業版ふるさと納税は認定

されないんですよね。そうじゃないんです

か。あれは勝手に、ＯＺ１が勝手にやった。

そんなんできる？。 

○議長（永並 啓君） 

  企業版ふるさと納税の仕組みについてち
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ょっと。 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。40秒です。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  企業版ふるさと納税でございますが、こ

の制度は平成28年度に創設された企業版ふ

るさと納税の制度でございます。国が認定

した地域再生計画に位置づけられる地方公

共団体の地方創生プロジェクトに対して企

業が寄附を行った場合に、法人関係税から

税額控除する仕組みでございます。損金算

入される部分と、令和２年度の税制改正に

ついては拡充された税額控除によりまして

最大で寄附額の約９割が軽減され、自主的

な企業の負担は約１割で済むような制度と

認識をしておる次第でございます。そのメ

リットといたしましては、節税の効果ある

いは地方創生を応援をするというような趣

旨があろうかと認識をしている次第でござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、小寺正人議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため暫時休憩いたします。 

（午前11時25分 休憩） 

（午前11時35分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、管野英美子議員を指名いたします。 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  皆様こんにちは。６番・管野英美子でご

ざいます。議長の御指名を受けましたので

一般質問をさせていただきます。 

  ２年間、議長の職にありましたので一般

質問を控えておりました。今日この場に立

てることをとてもうれしく思っています。

時間配分にちょっと自信がありませんので、

簡潔でわかりやすい答弁をよろしくお願い

いたします。 

  それでは初めに、大阪広域水道企業団と

水道料金の改定についてお尋ねします。２

年前議長を仰せつかって、町村議長会はも

ちろんのこと、水道企業団議会の議員も永

谷議長から引き継ぎました。この議長選挙

のときに、吉田議員が小寺議員が議長にな

ったら水道料金が下がるという宣伝をされ

ていたようですが、その論拠を後で聞いて

みたいと思いますが、同じ維新の会の塩川

町長が水道料金を上げる議案を昨年10月、

水道企業団の首長会議で提案され、11月の

水道企業団議会で異議なしという簡易採決

で可決しました。この料金改定の経緯が私

は納得がいかなかったんです。議会には私

が行くのに検討部会には入れてもらえない。

住民代表の能勢、豊能の２人ずつと有識者

で構成されています。経緯を知りたいと思

ってこちらの議会事務局と相談、当時の副

町長の計らいもあって、副町長と都市建設

部長、都市計画課長と一緒に聞かせていた

だきました。当初、水道企業団の案は20％

でした。その５年前に18％上がったのです。

今から６年前の話ですけれども、急に議案

が上がってきました。中川議員が新人の頃

です。新人議員で３か月たったときに水道

料金が上がるという議案を。そして本当に

紛糾しました。もう１年早く水料金上げて

いけばこの18％という数字にはならなかっ

たはずなんです。そして議会だより124号、

本来なら12月の議会だよりは12ページなん

ですけれど、当時の橋本議長が、その他の

議案もそうなんですけれど、討論は全部載

せてねって言われました。そして16ページ

になって、本当に新人、新人と言っては失

礼なんですけども、中川議員が見開き４ペ

ージにわたって水道料金の改定を丁寧に説



 2－24 

明をしてくださいました。当初の水道料金

は20％アップでした。それを有識者の提案

で、繰り入れているお金を使っていくべき

ということで15％に抑えることができまし

た。その後、水道企業団から議会に説明に

来られたときに、永並副議長が先送りして

いるだけという意見も反映はされませんで

した。この後、首長塩川町長の判断で昨年

の11月の企業団議会に議案に上がってきた

次第です。これは国民健康保険や後期高齢

者医療と同様、町議会の手の中にはもうな

いのかなと思った次第です。水道事業には

年間2,950万円、20年間で５億9,000万円を

一般会計から繰り出すことになっています。

それにもかかわらず、ほぼ５年ごとに水道

料金の改定が行われることになりそうで、

この先、令和11年度にも料金改定が予測さ

れています。このままだとずっと大阪一水

道料金の高い自治体になってしまい、府内

での水道料金の格差が広がっていきます。

長々と水道料金の勉強会みたいになってし

まいましたが、令和11年度の改正なら令和

10年度の協議です。上浦町長の２期目、今

後の料金改定をどのようにお考えですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  少し先といいますか、令和10年というよ

うなことでございますが、議員御質問の今

後の料金改定ということで、昨年度の豊

能・能勢水道事業の料金検討部会の検討の

まとめと今後の課題というのが出ておりま

す。それによりますと、令和11年度以降も

料金改定が必要となる見込みということに

なってございます。これは人口が減りまし

ても各種インフラはそのままずっとありま

すので、インフラの維持管理費、これはも

う定額で必要になってくるということで、

分母がだんだん少なくなっていくというこ

とも踏まえまして、やはり一定の料金改定

は必要であろうというようなことが報告を

されております。議員おっしゃいますよう

に、度重なる料金改定ということでござい

ますので、そこは一番の解決は、解決とい

いますか一番のやっぱり目標のところにあ

るのは、議員も御承知のとおり大阪広域水

道企業団、これは府域一水道、これの早期

実現をさせていただくということが一番だ

と思っておりますが、またそれは先のこと

と思ってございますので、まずは企業団に

さらなる経営改善の取組をしていただくと、

いうこと、それから今、議員がおっしゃい

ましたように、今回の料金改定におきまし

て、豊能、能勢両町からの繰入れ、それか

ら大阪府からの基金の繰入れ、それから企

業団の繰入をさせていただきまして、当初

の値上げ幅を圧縮させていただいというこ

とがございますので、それについても次回

の改定についてのときにもそれらの活用に

ついて再度要望するなどして、できるだけ

圧縮をさせながらその抑制に努めていきた

いと思ってございます。よろしくお願いし

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  今、琵琶湖の水を止めるという埼玉県や

滋賀県をディスっている映画が上映されて

いますが、池田の水を止めるというわけに

きませんね。大阪北部地震の際は本当に助

かりました。水源は複数確保したほうがい

いと思っています。この分量、配分をどう

にかしたら水道料金を上げる幅が少なくて

済むのかなと思ったりもしているんです。

こういうことを勉強、議論する場が本当に

今この中にはないと思うんですね、豊能町
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の中に。都市建設部に言いますけれど、あ

そこは下水を持っているから一緒に傍聴も

さしてもらったと思うんです。そういう勉

強会を、私ももっと勉強しなきゃいけない

んですけど、その配分を考えるとかという

ことも考えていただきたいと思います。そ

して、そもそも2012年に橋下大阪市長が水

道事業の一元化を言い出されたのです。企

業団の企業長は永藤堺市長です。この方も

維新の会です。年度初めの挨拶には必ず府

域一水道を目指しますとおっしゃいます。

永谷議長のときもそうおっしゃっておられ

たそうです。大阪府には2018年から府域一

水道に向けた水道の在り方協議会もありま

すが、令和６年４月に向けて８団体の統合

の準備をされていましたが、大東市、和泉

市がおりられて６団体、しかも１年延びる

ことになりました。統合すら各自治体が積

極的でないのに、会計統合など夢のまた夢

のような気がします。しかしお隣の箕面市

の上島市長も大阪維新の会、府議会議員で

もあられた方です。こういう発言をされて

います。今の施設を更新したとしても、今

後20年間、水道料金を上げなくてもよい。

しかし全体として880万人のスケールメリッ

トを生かした形を見せて、43市町村、大阪

市を含めた形での具体的な統合メリット、

スケジュールも含めてお示ししていただく

ようにと、昨年10月の企業団の首長会議で

発言されています。そういう思いを持って

いただいているのはとてもうれしく思いま

した。上浦町長も同じ大阪維新の所属の町

長ですから、政治的にも府域一水道を積極

的に進めていただきたいのですが、そのお

考え、どのような行動をとっていただくの

かお聞かせください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  私も箕面市の上島市長がおっしゃってる

とおりだと考えてございまして、今、府域

一水道について注視をいただいている地元

選出の大阪府議会議員、これらの議員とと

もに連携をして、大阪水道ビジョンにあり

ます府域一水道、これの早期実現に向けま

して今後も引き続き、大阪府の広域水道企

業団はもちろんですけれども、大阪府にお

いても毎年府要望というのもございますの

で、その要望、様々な場面といいますか、

その要望できる折にはしっかりと要望させ

ていただいて、箕面市の上島市長とも連携

をしながら早期の実現を要望してまいりた

いと思っておりますのでよろしくお願いい

たします。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  先日、府政だよりが新聞折り込みに配布

されました。知らなかったんですが、６月

に堀江府会議員が府域一水道のことをおっ

しゃってくださっているんです。大阪府の

議事録を見にいきましたが、え、これだけ

かと思ったんで昨日電話しました。もっと

積極的にやってください。箕面市はいいけ

ども、うっとこあかんやんかということを、

背中を押しておきましたので、維新の会で

特にやっていただきたいと思います。私も

あと半年、来年の６月まで水道企業団議会

の議席がありますので頑張っていきたいと

思います。 

  次の質問にまいります。 

  スマートシティ事業についてです。私は

スマートシティ特別委員ですので、大綱の

み質問をさせていただきます。ハニタスや

見守りタグのことなどは12日の特別委員会

でやりたいと思っています。 
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  まず１番目に、ふるさと寄附１億3,518万

1,000円の欠損金を、コロナの交付金が入っ

ているからよいだろうという考えの議員が

います。７月会議の修正案の反対討論です。

議会だより147号、４ページです。私が編集

したところです。町長はこのような考えを

お持ちなんですか。お聞かせください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  ＯＺ１からの企業版ふるさと納税のこと

をおっしゃっておられると思っております。

ＯＺ１からは昨年に企業版ふるさと納税と

して１億9,518万1,000円の申入れがござい

まして、そのうち、今、6,000万円の納付に

とどまっているということで認識しており

まして、残り１億3,518万1,000円について

はいまだ未入金ということで私は認識をし

ておりますので、今後も引き続き納付をい

ただくよう機会を見て依頼をしていくこと

には変わりはございません。よろしくお願

いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  財政的には、こうおっしゃるのかもしれ

ませんが、コロナの交付金が入っているか

らいいだろう。この考えを私はおかしいと

思うんですね。昨日オアシスで買物をして

いる方から、クーポン券みんなつこてはる

でって言われたんですね。コロナの交付金

っていうのはこういう形で使われるべきじ

ゃないですか。補填のためのお金ではない

と思うんです。そのコロナの交付金につい

てお尋ねします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  議員がおっしゃってるコロナの交付金に

つきましては、デジタル田園都市国家構想

のスマートシティをやっている全国の市町

村に対しての交付だという認識はしてござ

いますが、おっしゃるとおりコロナの交付

金ですので、この企業版ふるさと納税を未

入金でなく、しっかりと単年度会計という

御理解をいただいて、ＯＺ１が納税をして

いただいておれば、このコロナの交付金に

ついては別に使えたという認識をもってご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  基金に積み立てられたわけです。今、子

どもたちはシートスでバスケットボールの

試合ができません。バスケットボールには

税込660万円かかるということを館長さんか

らも言われた。そういうお金に使ってほし

いなと思うんですね。だから、しっかりと

この欠損金の部分、１億3,518万1,000円を

入金していただいて、財政に積み立ててい

ただいて、必要なところに使っていただく

ように要望しておきます。この後、私もス

マートシティ特別委員会ですので、しっか

りと発言していきたいと思います。もう一

点じゃない。この７月会議の討論と、町長

の考えが違うという認識でいいですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  認識が違うといいますか、そこの未入金

に対してその交付金が当てられたというよ
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うなことで、町としての今現在のトータル

的なその財政上の課題としては何とかクリ

アできてるというようなことでの認識はご

ざいます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  いつも言ってるように、お金に色がつい

ていないからこういうことになると思いま

すけれど。 

  それから２点目です。ふるさと寄附を入

金されないＯＺ１の江川氏は、大阪府は過

去に、スマートシティ事業のスーパーアド

バイザーとしていました。令和３年３月31

日までと伺っています。ただのアドバイザ

ーではないと思うんですね。江川氏は引き

続きこの事業に関わっています。大阪府は

豊能町との最初の約束を守ってくれない人

を擁護しているように見えます。本当に豊

能町の財政が厳しい折、さらに厳しくなっ

ています。町は大阪府にどのように働きか

けているのですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  大阪府にはこれまで３回、ＯＺ１と本町

の状況を伝えまして指導を受けているとこ

ろでございます。これはＫＰＩとかの指導

というところがメインになってきておりま

すが、そのような指導を受けているところ

でございます。企業版ふるさと納税が未入

金であることなどにより一部のＫＰＩの計

測は困難であることを伝えまして、今後の

在り方、進め方につきましても大阪府へ引

き続き相談をしている状況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  今質問しましたように、豊能町を窮地に

陥れている。本来ならこのふるさと寄附金

としてお金を入れていただく約束をしてい

る江川氏に対しては、どのような考えをお

持ちですか、大阪府が。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  先ほど入江部長が申し上げましたように、

我々、府と協議しておりますのは、四つの

サービスのうちの五つができなくなって、

ＫＰＩをどうしていくのかというところで

は協議をしております。その中で、先ほど

議員がおっしゃってる、企業版のふるさと

寄附が入ってこない、こういうに状況なっ

てますよということも大阪府にはお伝えし

ております。先ほどおっしゃってる江川さ

んですけども、スーパーアドバイザーとい

うことで紹介をいただいて事業に取り組ん

でおるというところでございます。今はや

めておられて、府の関わりもなくなってい

るのかなというふうに思います。先ほど申

し上げましたようにこの間の顛末について

は府にも報告しておりますが、ただ、府と

して当時は、紹介は府としてしております

けど、その後の事業を取り組んでいるのは

町でございまして、府が主体的に取り組ん

でいるものではないというところでござい

まして、その進捗管理は町に任されている

というところでございます。当時は何らか

少なからず関わりがあったのかなと思いま

すけども、今、主体的にといいますか、府

が事業主体でもないというところもござい

まして、協議をしている中では何か府とし

て江川さんに対して何か能動的に動いてお

られるのかなというのは、なかなか府とし

て難しいんじゃないかなというふうに考え
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ておりまして、今、特に大阪府が何かやっ

ていただいてるのかなというところでは、

我々がその協議していく中では見受けられ

ないのかなというふうには認識しておりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  特別委員会でやればいいんですけれども、

裁判にっていうことも出ているじゃないで

すか、特別委員会。私は、大阪府で江川さ

んの回答書の中で１ページ目に大阪維新の

会という文言が３回出てくる。吉村知事に

何でこうなってるかっていうことを仲裁し

てもらったらどうかという意見を言いまし

たけれど、そのような考えはないですか。

このままいくと裁判にいってしまいますよ。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  お金が入ってこないことによって、今、

町が財政的にいろいろ議員おっしゃってお

られる、コロナのお金を使ってバスケット

ボールのゴールが買えるとか、そういう窮

状は我々認識しておりますし、大阪府にも

間接的にそういうことは伝わってるのかな

というふうに思います。ただ、その件に関

して、例えば大阪府が間に入って仲介をし

て、何らかの我々と企業側とが折り合いを

つけるというところはなかなか、府として

はそこまでしていただけない。我々として

それを求めるのはなかなか難しいんじゃな

いかなというふうには認識しております。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  府としてやっていただけないんであれば、

政治的なことで、大阪維新の会として進め

ていただけませんか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  政治的な解決ができないかということで

ございますが、今、先ほど副町長が申し上

げましたように、ＯＺ１の代表者である江

川氏は元々大阪府のスーパーアドバイザー

でありましたけれども、今はそうでないと

いうような状況を御理解いただけたらと思

っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  そういう答弁をしておられると裁判にい

けって思ってしまいます。この続きはまた、

12日のスマートシティ特別委員会でさせて

いただきます。 

  次に移ります。 

  ３番目の教育委員会の体制についてです。

私は議員になって10年、ほぼ毎回、教育委

員会会議を傍聴しています。こども未来部

の方には、この前は欠席でしたかとかって

言われるんで、欠席のときは伝えてありま

す。そして教育委員会についてはあまり触

れたくなかったのですが、目に余るものが

あります。今では総合教育会議という町長

も入っての会議もあるので、質問をさせて

いただきます。私より出席率の低い教育委

員さんがいらっしゃいます。大変お忙しい

方で出席は難しいかと思いますし、仕事に

専念してくださいと私も言いたくなります

が、これは議会でも秋元議員が質問されて

います。令和３年８月30日のことです。日

程調整をするからという森田教育長の答弁

もあります。そして、今に至っています。

日程調整されているんですか。 
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○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  現在、教育委員会議を開く際には皆さん

教育委員さんの御都合のいい日程を複数日

お示しした上で、最終的に日程調整をして

おります。ただ、結果としてやはりどうし

ても御参加できない場合もあるというとこ

ろについては認識しております。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  教育委員さんは議決をするんです。だか

ら大原から１時間で来るっていう説明もあ

りました。別の教育委員さんです。そした

ら議員から暴走族ですかっていう質問があ

って、暴走族ではありませんという答弁も

あるんです。先日議事録を確認したらその

ように書いてありました。もう少し慎重に

教育委員さんを選んでいただきたいなと思

います。本当に今、西地区の教育委員さん

は１人なんです。東地区は２名いらっしゃ

います。私とても一緒にボランティアで活

動しているんで、しっかりとお話をさせて

いただいてるんで情報もお渡ししてるんで

すけれど、その形は正しくないと思います

ので、教育委員さんと本当に連携していた

だきたいなと思います。先に、支援教育が

変わることについてお尋ねをします。その

ことをお尋ねします。私が１人の教育委員

さんに伝えました。時系列でいきますと昨

年４月２７日に国の方針で府から通知が来

ました。通知には従わなければなりません。

その後、10月３日と４日に対象の保護者に

説明をされました。説明に疑問を持った保

護者から、私や永谷議員、中川議員にも質

問されました。今まで「ともに学び、とも

に育つ」と指導してきた大阪府の考えも変

わっていくようでした。それでこのような

大事なことを議員で共有したいと思い、議

会では12月の最終日、12月16日の議会運営

委員会で、保護者の有志の方との意見交換、

一般会議をすることにしました。次の週の

12月17日、理科のボランティアを一緒にし

ている教育委員さんに資料を渡し、お伝え

しました。知らなかったとおっしゃってい

ました。翌日の20日、教育委員会会議があ

り、この支援教育のことをお尋ねになりま

したが、会議を閉じて別室に行かれました。

なぜですか。そこで何が起こりましたか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  先ほど議員がおっしゃられました支援教

育の方針変更につきましては、大阪府から

通知があった後、まずは現場である学校と

協議を重ねた上で、教育委員の皆様にお伝

えする予定でございました。結果として、

国、府の方針決定後、直ちにお伝えするこ

とはできておりませんでした。教育委員の

皆様への情報提供につきましては、その手

法や取捨選択、あるいは提供のタイミング

っていうのが非常に難しいところではござ

いますが、今後、適切な情報提供に取り組

んでいきたいと考えています。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  そういう姿勢だから一般会議でこども未

来部の方に来ていただいたときにつるし上

げみたいになってしまいました。行政のほ

うね。とっても気分の悪いことだったと思

います。私はこの後、当時の府会議員も、

一般会議に出られた方と一緒にお話する機

会があって、丁寧な説明をしてもらって、

大阪府にも言ってもらって、それから大阪
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府から教育委員会にお話がいったと思うん

ですが、少し納得されたようなんですね。

ですから教育委員さんとしっかりと話し合

ってもらって進めていただきたいなと思い

ます。そして一番大きなことは学校再配置

についてです。過去に教育委員会、総合教

育会議で長きにわたって議論をされ、１小

１中を決定、予算も可決しましたが、塩川

町長が就任され２小２中になりました。そ

れぞれにメリット、デメリットはわかって

います。たくさん出ていました。でもメリ

ットがあるほうに決めたはずです。それで

も令和２年８月12日の総合教育会議で２小

２中と決められました。教育委員さんは徹

底的に抵抗されなかったのですか。御自分

の意見を、町長が変わったからといってひ

っくり返される。そのことに怒りはなかっ

たんでしょうか。令和元年６月、教育委員

会は問題提起をされ、そして視察に２校行

かれ、令和元年11月28日の臨時会では８回

の意見交換をしたとおっしゃっておられま

す。この８回の意見交換、私は先ほどの水

道のことも検討部会の経過を知りたいから

傍聴という形はとってなかったけども、お

部屋の中に入れていただいた。この８回の

意見交換会で何があったんですか。教育委

員さん５人とも意見が変わった。私たちか

ら見たら何も見えていないところで教育委

員さん５人が勝手に塩川町長の案を飲んだ、

そうとしか映らないんです。８回の意見交

換会で何がありましたか。議事録あります

か。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  教育委員会として、以前、１小１中を整

備するという方針を決定しておりましたの

で、教育委員会としては当初その方向で考

えていたところです。しかし、住民の意思

が２小２中であったことや、少人数教育の

充実した義務教育学校への視察あるいは先

ほど議員がおっしゃいました意見交換を行

い、最終的に令和２年８月の総合教育会議

において豊能町の小中学校再編の考え方の

中で、２小２中の形で集約をしております。

数多くのそういった少人数学校の視察であ

るとか、あるいはその意見交換の中で教育

委員の意思も変化していって、最終的には

その再編の考え方として８月の総合教育会

議において集約したところでございます。

ただ、やはり教育委員さんが一番懸念して

おられたのは、子どもの人数が減少すると、

互いの意見を述べ合ったり、あるいはグル

ープ学習が行うことができなくなるという

課題があること。元々そこから１小１中っ

ていうところを決定したというのがかなり

大きな要因でありましたので、そこについ

てはやはり教育委員会の中でも、最終的に

２小２中という方針になるに当たっては一

番の課題となっていたところです。そこで

複式学級が２学級以上になった場合につい

ては、再度小・中学校の在り方について検

討するとの結論に至ったものでございます。

なお、先ほどおっしゃいました８回の意見

交換会、議事録のほうは残っております。

ただ、当時は非公開でっていうふうな形で

意見交換を行っておりました。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  議事録が残っているようでしたらまた見

せていただきたいなと思います。住民の方

が２小２中だという意見があったかもしれ

ませんが、東から西に行きたい人も私は知

っています。このことは中川議員や川上議

員が行かしてやってくれみたいなことおっ



 2－31 

しゃってて、学校運営協議会で議論すると

いう答弁も聞いたような気がしますね。こ

の２年間でされるという考えでよろしいん

ですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  失礼いたします。教育長、森田から答弁

をさせていただきます。 

  東から西に行くことにつきまして、これ

は保護者の方からも、説明会等で要望もい

ただきました。また議会のほうからも、川

上議員のほうから一応そういう校区の審議

会、これを開いて検討をしてもらったらど

うだというような御意見もいただいており

ますので、これは令和６年度に開催をする

予定で計画をいたしておるところでござい

ます。 

  以上です。 

  それから、ちょっと私のほうから答弁さ

せていただいてもよろしいですか。やはり

今、御指摘ありました、いろいろな教育委

員会の体制につきまして御意見いただきあ

りがとうございました。とりわけ小中学校

の再編につきましては、やはり本町の大き

な課題の一つでございました。その中で複

数の案から、今、議員のほうからございま

したように、１小１中で進めることが決ま

っていましたが、東地区の皆さんからの要

望等を受け、２小２中を公約に当選された

前町長、教育委員会。 

（発言する者あり） 

○教育長（森田雅彦君） 

  大変やはり調整するのが難しい問題だと、

就任させていただいたときも実感したとこ

ろでございます。教育委員さんといろいろ

と意見交換、これは委員会内部だけではな

しに、事後協議を使いまして、町長、当時

の副町長さんとも意見交換をしました。と

ころが、なかなかやはり折り合いというん

ですかね、それがつかない。 

（「もう結構です」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  教育長、時間がありますんで。 

○教育長（森田雅彦君） 

  わかりました。それぐらいにさせていた

だきます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  塩川町長や森田教育長になってからこう

いうことが行われるようになったのかな。

秘密会というか、別室に行かれることにす

ごく置き去り感があるんですね、教育委員

会を傍聴していても。私たちは開かれた議

会として、今もこうやってインターネット

中継、インターネット録画、本会議も配信

するようになりました。今後は委員会もそ

のようにする方向で動いています。教育委

員会会議もそうしろと言っているのではあ

りません。開かれた教育委員会にならない

のかなと残念に思っています。介護保険や

国保の運営委員と違って、教育委員会は議

決をしています。議論の過程も聞かせてい

ただきたいと思っています。そして、９月

のふれあいの集いで教育委員さん２人とお

話をしていて、お二人に宿題を出してあり

ます。西地区のこども園のことで、英語や

体育、特化した教育、しいては病児病後児

保育をするとされたときに、園区がありま

せんから、ふたば園に通うお子さんが西地

区のこども園に通い、ふたば園の子どもが

１人、２人、数名になったらさあどうしま

すかということを宿題を出しています。ど

うぞこのことは教育委員さんと一緒に議論

していただきたいと思います。東地区の子

どもは小学生だけではありません。未就学
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児もしっかりと対応してあげてほしいと思

います。 

  時間がなくなってきましたので、４番目

の認知症対策について質問させていただき

ます。 

  今年３月に才脇議員が認知症対策につい

て質問をされています。少しかぶるところ

もありますが、私なりに学んだことを質問

させていただきます。徘徊高齢者に遭遇し

たことが何度かあります。知っている方は

自宅まで送っていきました。ある徘徊高齢

者はケアマネージャーまで来ていただいて、

隔離しましょうと言って連れていってもら

ったこともあります。警察に連絡したケー

スもあります。警察の方は、徘徊が常習し

ておられるケースを多く知っておられて、

おうち知っていますから送っていきますと

言っていただいたこともあります。そこで

お尋ねします。現在、キャラバンメイトさ

ん、サポーターさん、小学生も含めて延べ

人数をお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  まずお答えする前に、議員が冒頭おっし

ゃっていただきました地域でのさりげない

見守り活動、御尽力、御協力いただきまし

て誠にありがとうございます。 

  御質問の件でございます。本町でのキャ

ラバンメイト及びサポーターの人数でござ

いますが、認知症のキャラバンメイトにつ

きましては、現在86名の方が登録されてお

られます。また認知症サポーター養成講座

を修了された方につきましては、延べ約

2,800名ということになってございます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  豊能町には認知症対策として、キャラバ

ンメイトさんが、自治会など連携されてサ

ポーター養成講座を開催されていて、住民

の皆さんも認知症に対しては一定の理解が

あると感じています。ユーベルホールで映

画会をすると満員になります。合言葉の

「ゆめみえた」、ゆっくりと目を合わせて

見守って笑顔で端的に。弾丸トークと言わ

れている私にとっては、認知症サポーター

養成講座で学んだことが認知症の方にお会

いしたときだけは大変役に立っています。

コロナ禍でもありますが、大人、小学生へ

の養成講座の活動の様子をお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  サポーター養成講座の実施状況でござい

ます。令和３年度では小学校自治会向けに

させていただきまして５回、令和４年度で

は同様に５回、今年度につきましては現在

では郵便局、介護事業所、小学校、自治会

で合計それぞれ５回実施しているところで

ございます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  最近オレンジリングを見かけなくなった

んですけれども、浸透しているのかなって

いう感じはしています。小学校の養成講座

では、学校によって受講する学年が違うと

伺ったことがあります。光風台小学校６年

生、東ときわ台は４年生だと聞いたことが

ございます。統合前に合わせておく必要が

あると思いますが、お考えをお聞かせくだ

さい。 

○議長（永並 啓君） 
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  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  まずはちょっとオレンジリングのことも

触れていただきましたんで、ちょっとお答

えいたします。これＧｏｏｇｌｅの検索で

もオレンジリングと入れただけで、まずこ

れがヒットしてきます。これは認知症サポ

ーター、認知症の人を応援しますという意

思を示すものでございまして、これを身に

つけていただけることによりましてさりげ

ない見守りを行っていただけるという証だ

と認識してございます。 

  それと今後の小学校での実施状況につき

につきましてですが、今後の統合を見据え

まして、ここの学校では受けたけどここの

学校では受けてない。一緒になったときに

食い違いのないように今後計画を立ててい

きたいなと思ってございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  私もオレンジリング、最近はつけていま

せん。小森部長のオレンジリングは色あせ

ていることを立派だなって、今、思いまし

た。できるだけつけるようにしたいと思い

ますが、スマートバンドもつけろって言わ

れたり、住民の方はとても大変だなと感じ

ました。認知症対策、包括支援センター等

の活動は才脇議員の質問の答弁にあり、よ

くわかりました。私も近所の人に相談室に

一緒に連れていってあげたことがあります

けれど、包括支援センターのほうから、お

隣ですから来ていただいて丁寧に説明をし

ていただいたこと、とてもうれしく思いま

した。行方不明になったら見つけることを

確立されているようで、できていないと思

います。認知症高齢者ＳＯＳネットワーク

の活動状況を伺うわけですが、昨年９月、

探していらっしゃいましたが、この活動が

あったにもかかわらず残念な結果になって

しまったと伺いました。私も知っている方

でした。探してもらう可能性のある方、Ｓ

ＯＳネットワークに事前に登録されている

方は何人いらっしゃいますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  現在登録されている方は16名でございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  認知症の方が何人いるかっていうことは

わからないんで、私もちょっとあれって思

うことも、名前が出てこなかったりするこ

とがあるんで、具体的に何人かって聞くこ

ともいけないかと思うので、16人が多いか

少ないかはわかりませんが、本当に困って

いる人が16人もいるという認識だと思いま

す。それは家族が探してもらう可能性があ

ると思って事前に書類を提出されているわ

けですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  議員おっしゃっていただいたとおりだと

思います。ただ事前登録につきましては、

あらかじめ御家族の方等が必要というふう

に判断をされまして申請をいただいてるわ

けなんですけども、実際行方不明になった
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場合につきましても後で登録することもで

きるようになってございますので、いろい

ろ御活用いただきたいなと思ってございま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  実際に行方不明になったときの認知症高

齢者等ＳＯＳネットワークの情報提供シー

トには、服装や身体的特徴、行方不明にな

った状況、本人がよく通っているところ等

が書かれてあり、顔写真がついています。

探す人は、警察、消防、行政、民生委員等

団体の機関が情報提供先の方々と思います

が、探してあげようと思う人はほかにも大

勢いらっしゃると思います。個人的に探す

のはやはり個人情報保護の観点から入れて

いただけないのですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  議員おっしゃっていただきました、関係

機関に所属しなくても、例えば徘徊された

方が行方不明になったということで、それ

以外の方が協力されたいという場合につき

ましてはどうかということだったと思いま

す。行方不明者の捜索につきましては、人

数が多ければ多いほどよいのは周知の事実

だと思ってございます。しかしながら、先

ほどおっしゃっていただきました事前登録

の際に情報共有先の範囲を申請者と共有し

てることも実際ございます。今後なんです

けども、ケースバイケースになると思いま

すけれども、行方不明者の命の確保の観点

から、関係機関から良識の範囲内で情報提

供はある程度差し支えないかなと思ってご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  徘徊していなくならないように地域の方

と一緒に取り組んでいきたいと思いますが、

今日質問いたしましたＳＯＳネットワーク

事業、もっと周知しておく必要があると思

いますが、そのお考えはございますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  今後の本町の高齢化率につきましても、

まだまだ上がっていくということが予測さ

れてございます。そういうことになれば、

おのずから認知症となられる方も多くなっ

てくるいう事実もございますので、今、ど

ういう方法をすればいいかと、具体的にち

ょっと申し上げませんが、機会を通じまし

て御案内するようにしていきたいと思って

おります。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○６番（管野英美子君） 

  新オレンジプランでは2025年に５人に１

人が認知症とあります。豊能町は高齢化率

50％で、9,000人の高齢者に1,800人、多く

見積もってるとは思いますが切実な問題で

す。町長の所信表明には、誰一人取り残す

ことなくとか、誰一人独りぼっちにさせな

いという言葉が出てきます。行政だけの力

では解決できないことです。地域の方々と

私も一緒に取り組んでいきたいと思います。 

  今日は一般質問ありがとうございました。

残しましたけれど３月議会に必ずやります。

よろしくお願いします。ありがとうござい
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ました。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、管野英美子議員の一般質問を終

わります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は、

13時15分といたします。 

（午後０時25分 休憩） 

（午後１時15分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、吉田正子議員を指名いたします。 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  これより、12月一般質問を、３番・吉田

正子、させていただきます。 

  森林保全と山林所有者の支援及び花粉対

策について。豊能町は、その面積の65から

70％、森林を占める自然が豊かな町です。

森林の持つ機能は、水源の確保、土砂災害

の防止、生物多様性の保全、レクリエーシ

ョン、自然教育、森林の生産など多岐にわ

たり、それを利用し、将来につないでいく

必要があると考えます。そこでお伺いいた

します。豊能町での国有林、公有林、私有

林はそれぞれ何％ですか。また、人工林と

自然林の割合をお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  2020年の農林業センサスの統計によりま

すと、豊能町の全森林面積は2,221ヘクター

ルでございます。まず、国有林と公有林、

私有林の割合なんですが、国有林はござい

ません。ですので公有林と私有林の内訳と

なりますけども、公有林は2,221ヘクタール

のうち99ヘクタールということで、残りが

私有林ということで2,122ヘクタールという

ことです。割合でいいますと、公有林が

4.46％、私有林が95.54％となります。 

  次に人工林と天然林の割合ですが、全森

林面積2,220ヘクタールのうち、統計上です

が、人工林は1,118ヘクタールとなっており

ます。残りは、農林業のセンサスでは特に

公表等されておりませんが、残りは自然林

かなということでいいますと、人工林と自

然林との割合は50.34％と49.66％になるの

ではないかと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  わかりました。次に行きます。 

  一般的に森林所有者は相続するも、将来

にわたって長らく営むことも難しく、相続

税や固定資産税、伐採費用など、所有して

いるだけでかなりの費用負担をすることに

なります。森林所有者は山林を手放したい

が、林業者にも売れず、寄付でさえ受け取

ってもらえる相手がなかなか見つからない。

かつてはゴルフ場か廃棄物処理場に変わっ

た時代もありましたが、今やメガソーラー

の特定事業者に売却するケースが増えてい

ます。そのことは残念ながら本町のメガソ

ーラーが設置された実例もあり、望まない、

避けるべき現象です。 

  質問に入ります。2018年、政府による森

林経営管理法がすぐに策定されています。

地球規模で森林の破壊が進む現状において、

少なくとも国内の森林所有者の救済は必要

と考えます。森林経営管理法の具体的な説

明と本町の取組をお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず森林管理法に基づきます森林経営管
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理制度についてですが、手入れの行き届か

ない森林について、市町村のほうが森林所

有者のほうに対して経営管理の委託を受け

まして、林業経営に適した森林に対してそ

の林業経営に市町村のほうから再委託した

り、あと林業経営に適さない森林について

は市町村のほうが公的に管理するといった

制度でございます。本町におきましては、

現在、高山地区と川尻地区とで同様の森林

整備を実施しておりまして、林業経営に適

した森林については大阪府の森林組合様の

ような事業者が森林経営計画といったもの

を立てまして、市町村の森林経営管理制度

とはまた別なものなんですが、そういった

もので森林整備を実施しているというとこ

ろでございます。このように森林経営が成

り立つ森林については、もう既にその事業

者等が実施しておるというところでして、

あえてその森林経営管理制度に基づいて森

林整備を行う必要はないのではないかとい

うことで考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  説明ありがとうございました。よくわか

りました。 

  それでは次の質問、花粉症について。豊

能町の大量の森林スギは住民の花粉症状に

多く影響し、悩まされています。本町では

国の対策、花粉症対策３本柱、全体像に沿

った新たな取組にはどのような見解を持っ

ているのか。また、国の指定になるよう働

きはされているのでしょうか。花粉対策三

本柱。１、スギの木の伐採の加速計画。２、

ＡＩを活用した花粉飛散の改善。３、人の

根本的療法の普及に向けた整備などです。

本町として考えをお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  先ほど議員のほうからも御説明があった

とおり、政府の花粉症対策の三本柱、三つ

の柱についてはもう一度復唱しますが、一

つ目として発生症等の対策、二つ目として

発生源の対策、三つ目として飛散対策とい

った三つが掲げられております。一つ目の

柱の発症等の対策については、スギ花粉症

への対処法に関してということになるのか

なということですので、医療分野の話にな

るのではないかと考えております。二つ目

の柱の発生源の対策についてですが、これ

については花粉の発生源となる、例えばス

ギ人工林の話になりますけども、これにつ

いては農林水産省とか林野庁の関連になり

ますので、私どもの都市建設部関連になる

のかなと思っております。そして三つ目の

柱の飛散対策については、スギ花粉の飛散

量のデータを民間事業者に提供して、民間

事業者が行うスギ花粉飛散量の予測の精度、

そういったものを向上するようなそんな支

援というようなものを環境省とか気象庁の

ほうで行っているということで、市町村と

いうよりは、どちらかいうと国レベルでは

ないかなということで考えております。こ

のため今回の御質問につきましては二つ目

の発生源の対策ということでお答えいたし

ます。まず、国の動きのほうですけども、

農林水産省のほうでは花粉発生源のスギ人

工林減少推進計画というものを策定してお

りまして、林野庁では、切って利用、植え

替え、出させないといった三つの柱からな

るその花粉発生源の対策を今現在推進して

おるというところです。その中で、切って

利用につきましては、本町でも令和４年度

の12月に、豊能町木材利用基本方針という
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ものを作成しております。その中で、公共

施設の整備などに際しては、予算の範囲内

ではございますけども、積極的に国内産、

できれば大阪産が望ましいのですけども、

そういったものを利用して、木造化とか木

質化を推進したり、あと備品でも木材を利

用するような商品、そういったものを導入

するように取り組んでいくとともに、あと

民間事業者に対しても、建築物については

積極的に木材利用をするような要請をして

いっているというところでございます。そ

ういった中で、議員御質問の国の指定にな

るような働きかけということなんですが、

ちょっと現在のところ、本町のほうではそ

ういった働きかけ等は行っておりません。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  豊能町の木はスギです。ですから本当な

ら今、花粉が出てるスギを切って花粉が出

ない木に替えていっていただくように、国

はそういうところ探してらっしゃるところ

もあるみたいなので、よろしく、これは要

望です。 

  では、次の質問にいかせていただきます。

森林環境税という国税が2024年度より発足

し、徴収されると聞いていますが、具体的

な詳細をお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  森林環境税につきましては平成31年３月

に森林環境税及び森林環境譲与税に関する

法律が成立し、これにより森林環境税及び

森林環境譲与税が創設されたところでござ

います。森林環境税は令和６年度から個人

住民税均等割の枠組みを持ちまして、国税

として１人年額1,000円を市町村が賦課徴収

することとされているものでございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  私のほうからは、森林環境譲与税の使わ

れ方という観点でお答えいたします。 

  今年度も予算承認されて進めておるとい

うところなんですが、令和３年度に作成し

ました豊能町森林整備方針に基づいて、令

和４年度から進められております。大きく

二つあります。一つが地番参考図の策定、

二つ目が森林整備ということです。一つ目

の地番参考図ですが、毎年500件程度、その

地番の筆を500件程度を参考地番図というも

のを策定しております。令和４年は寺田、

それから今年度については寺田と一部牧も

行っておるということで、まだこれから大

分続くであろうと考えております。それか

ら二つ目の森林整備のほうですが、緊急性

の高いところから間伐等を行っておるとい

うことで、毎年約３ヘクタール程度実施し

ておるということで、令和３年、４年、５

年は寺田のほう、地区を中心に今現在行っ

ているというところです。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  すみません。先ほど森林環境税のことを

お伝えしましたが、森林環境譲与税の件に

つきまして、先ほどちょっと答弁漏れてお

りましたのでお伝えしておきます。森林環

境譲与税は森林整備に対応するため令和元

年度から譲与が開始されております。市町

村や都道府県に対して私有林、人工林面積

や林業就業者数及び人口による客観的な基



 2－38 

準で按分して譲与をされているところでご

ざいます。これまでの交付実績を申します

と、令和元年度は212万円、令和２年度は

450万4,000円、令和３年度は440万3,300円、

令和４年度は581万6,000円ということでご

ざいます。使い方につきましては先ほど坂

田部長がお伝えしたとおりでございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  すみません。ごめんなさい。先ほどの花

粉症の関係の質問の中で、もしかしたらち

ょっと私が間違った回答したかもしれない

ということですので、ちょっと言い直させ

てもらいます。令和４年に豊能町の木材利

用基本方針というものを策定したんですが、

令和４年の10月に木材利用基本方針を立て

たということが正解で、どうも答弁で12月

と言ってしまったようですので、10月の誤

りですので、訂正いたします。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  またいろいろと調べていただき、御説明

いただきありがとうございます。ちょっと

何かこの徴収税1,000円っていうのは、これ

ひょっとしたら人口によって、豊能町は少

ないからちょっと損なのかなとか、ほかの

市の、森林に関係なくてもらえるようにな

ってるんでしょうか。そこんとこちょっと

再度聞きたいんですけども。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  先ほども申しましたがこれは市町村や都

道府県に対しまして、私有林、人工林の面

積あるいは林業就業者数及び人口による客

観的な基準で按分されておるところでござ

いますので、細かいその按分数字がちょっ

と今、詳細把握しておりませんが、一定例

えば人口だけでもらえるのかというところ

につきましては、この割合がどうかいうの

はちょっと調べてみないとわからないんで

すが、仕様としてはそういうことで用いら

れているということでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  難しい質問に答えていただきありがとう

ございます。 

  それでは、今、世界は森林破壊が増え続

けており、その規制に追いつかず、地球温

暖化の流れは止めることはできません。実

のところ日本は自国外での森林伐採の面積

は、アメリカ、中国、そして３番目に日本

であることを御存じでしょうか。原材料と

なるパーム油を、日本はインドネシア、マ

レーシアから大量に輸入しており、パーム

油は加工食品、洗剤、医薬品、化粧品など

多岐に使用されています。インドネシアの

ボルネオ島は日本の面積の２倍ありますが、

３分の２は森林を失い、その３分の１がパ

ーム油を生産する油ヤシ農園になっている

そうです。ＥＵでは、森林を破壊する輸入

品に罰則規制をする動きがありますが、現

在我々はどうすることもできません。せめ

て豊能町の森林は守りたいとの思いで、今

回、一般質問にさせていただきました。 

  それでは次の質問にいかせていただきま

す。 

  幼保全般についてです。他自治体でもそ

うですが、少子化の影響で、地域によって

は幼稚園や保育所が単独で成り立つことが

困難になってきており、集団生活を学ぶに
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は幼保一元化が必要な時代になっていると

思います。また、人口の流出によって活気

を失っていく町を少しでも盛り上げるには、

教育環境、働き方改革の向上を目指し、そ

して若い夫婦を呼び込むことにも、認定こ

ども園の設置には、大きな意義があると考

えております。午前中に小寺議員が質問さ

れて重なるかと思いますが、答弁よろしく

お願いいたします。では、西地域こども園

の設置状況、設置場所、開始日をお伺いし

ます。また、民間に委託すると聞いていま

すが変更はないのでしょうか、お伺いいた

します。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  西地区における認定こども園については、

令和４年７月に開催した総合教育会議にお

いて、運営形態は公私連携幼保連携型認定

こども園とし、運営主体は民間法人とする

ことを設置の考え方としています。現在も

この方針に基づき作業を進めており、変更

はございません。設置場所につきましては、

義務教育学校との隣接を基本としながらも、

民間法人の意向や考えを調査した上で、豊

能町公共施設再編検討委員会の最終報告を

踏まえ、西地区の公共施設再編整備と一体

的かつ総合的に検討していきたいと考えて

います。開園日につきましては、今のとこ

ろ令和９年４月の開園を目途に作業を進め

ているところです。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  開始日を令和９年４月と、先ほど御答弁

いただきましたが、設置場所をやっぱり選

ばないといけないと思うんですけども、設

置場所というのはとても大切なことだと思

います。民間にやるということは民間の方

が魅力ある場所でないとやっぱり手を挙げ

ていただけないと思うので、そういうとこ

ろもよろしく御検討をお願いいたします。

これは要望でございます。 

  それでは次の質問に移らせていただきま

す。認定こども園や幼稚園、保育園で働く

方は子どもが好きで、園児が楽しく活動で

きるような仕事に取り組みたいと志があり、

しっかりとした責任感と真面目さを持った

人が多いと思います。しかし、現実は業務

が忙しく、保育施設の職員が働きにくさを

感じ、休む暇がなかったりすると体が続か

なく、健康を害してやめてしまうケースが

多いです。結局担い手が足りず、深刻な人

手不足になる現象が多発しています。子ど

もたちにとって大切な存在である先生方が

保育、教養、教育に集中することができる

ような環境設備がぜひとも必要です。そこ

で質問いたします。幼稚園教諭、保育士は

全国的に人手不足になっており、教育の質

にも大きな影響があります。本町の見解と

現状をお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  現在、当町の３園所におきましては、各

園所のクラスごとに園児数に見合った保育

教諭又は保育士を国の基準、またはそれを

上回る人員で配置しています。また、各園

所には、クラス担任のほかにも、早朝延長

保育に係る人や、特別な支援の必要な子ど

もに関わる人員など、多くの人員を必要と

しております。しかし、その全てを正職員

で配置することは、人手不足や財政上の課

題などにより困難な状況です。このため会

計年度任用職員や派遣職員により必要人員

を確保している現状ですが、会計年度任用
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職員や派遣職員につきましては、募集を実

施しても応募がない状況が続いており、人

員の確保に現在苦慮しているところでござ

います。議員の御心配のとおり、幼稚園教

諭、保育士の人手不足は、豊能町において

も、全国の施設と同様に、人手不足の状況

が続いています。この状況が続けば保育・

教育の質に影響を与えることもあり得るた

め、非常に危惧しているところです。当町

といたしましては、引き続き園児数に合っ

た保育教諭、又は保育士の人数を確保しな

がら、教育・保育の施設に影響が出ること

のないよう、目標の達成に向けて取り組ん

でまいります。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  人手不足ということですけども、やっぱ

り忙しくて、この豊能町においても、せっ

かくなられたけどもやめられた方もいらっ

しゃるのでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  一身上の都合により、本町の保育所若し

くは幼稚園、認定こども園をやめられた方

がいらっしゃるということは聞いておりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  再度、人手不足ということもありますの

で、民間の西地区こども園、早期に令和９

年４月に開校できるように要望しておきま

す。 

  それでは次の質問にまいります。保育士

の事業作業の負担軽減に向けて、ＩＣＴシ

ステムの導入が各自治体で導入が始まって

おります。ＩＴＣシステム、つまりデジタ

ルとかパソコンやタブレット、携帯で園児

管理、保護者のお知らせ発信などを行うこ

とができる電子システムです。しかし中に

はデジタルの活用に対して前向きになれな

い保育施設があります。理由としては、保

育現場では仕事量が多いためデジタルの導

入が考える余裕がない。事務作業を手作業

で行うことを重視して、デジタルの導入が

難しい。デジタルの導入のメリットがよく

わからないなどがあります。デジタルの活

用に関するメリットを具体的に示し、普及

を目指していく必要があると私は思います。

そこで、３番目の質問に入らさせていただ

きます。本町はデジタルシティ化を目標に

日々努力されてると思いますが、多忙な幼

保職員の業務効率化のためデジタル教育指

導が必要と考えますが、どのようにお考え

でしょうか、お聞きいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  幼稚園や保育所における業務効率化のた

め、全国的に業務支援システムの導入が進

められていることは承知しています。業務

支援システムを導入することにより、園児

の出欠把握、保護者との連絡、保育料など

の計算、職員の勤務調整など様々な業務を

効率的に行えるものもあると考えています。

しかし、本町の財政規模あるいは職員数及

び園児数などと、業務支援システムに係る

導入経費及び維持管理費を検討すると、費

用対効果を考慮した結果、現在のところ導

入には至っていない状況です。今後、業務

支援システムの導入に当たりましては、各

社様々なシステムの比較を十分に行うなど

情報収集に努めるとともに、費用対効果及

び西地区の認定こども園民営化の状況を踏
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まえつつ判断する必要があると考えていま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  ＩＣＴシステムを活用すれば、それぞれ

の役割を一括管理ができ、園児の情報共有

なども簡略できます。職員同士が円滑にコ

ミュニケーションを取るにもデジタルの導

入を検討、再度お願いいたします。 

  それでは、次の質問に入ります。昨年の

９月に静岡県で、認定こども園で３歳女児

が送迎バスに置き去りにされた痛ましい悲

しい事故が発生しました。ある統計では、

１年以内に小学生以下の子どもを残したま

ま車を離れたことがある親は20.4％、その

うち子どもを忘れた人は実に1.9％のことで

す。他人ごとではなく、疲れたり、ストレ

スを抱かえている人は誰でも起こり得ると

専門家は言っています。それでは一般質問

に入ります。保育所、幼稚園の送迎バスの

園児置き去り防止対策について、本町での

取組をお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  本町におきましては、送迎バスには運転

手のほか職員１名が同乗しています。園に

到着した際には、職員が出迎えの職員とと

もに園児の降車補助を行った後、バスの最

後部まで巡回し、降車確認を行っています。

また、園児が入室する際には、担任が保護

者から連絡のあった当日の欠席状況を踏ま

えた出席簿と照らし合わせ、登園の確認を

行っています。また、今年の７月には、国

の補助を受けて、送迎バスに置き去り防止

装置を設置いたしました。この装置は、バ

スのエンジンを停止した後に強制的にブザ

ー音が鳴る仕様となっており、ブザー音を

止めるためにはバス車内の最後部まで移動

をしてブザー停止ボタンを押す必要があり

ます。このため、園内の駐車場へバスを駐

車した後、バスを施錠に至る過程で運転手

が再度全席の消毒と掃除をしながら置き去

りの確認をしています。なお、施錠後に万

が一園児が車内に取り残されていた場合に

は、バス車内に設置されたセンサーがバス

車内の園児の動きや振動を検知すると、大

容量のアラーム音を鳴らし周囲に知らせる

仕様となっています。以上のように、人的

対策に加え、機械装置による二重の対策を

講じ、送迎バスにおける園児置き去り防止

対策を徹底しているところです。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  御説明いただきありがとうございました。

ちょっと安心いたしました。これからも常

に緊張を持って、運転手、職員の方の、こ

れからもよろしくお願いいたします。 

  それでは５番目の質問にいたします。次

に、保育園の有料習い事で質問をさせてい

ただきます。他自治体の許可保育園では、

外部から講師を呼び、英語などの別習い月

謝を徴収する園があります。保護者から苦

情が出ており、子どもの差別化、疎外感が

問題になっています。園内の高額な習い事

は、幼児期に大切な仲間とともに育つ時間

を分断してしまうと、社会からも批判が出

ておりますが、全国の園では年々増えてい

っております。全国で増えている幼保育施

設内での本町の習い事の有無をお伺いたし

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 
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  幼保施設内での有料習い事につきまして

は実施している施設が全国的に増加してい

るものと承知しています。現状では、有料

習い事はその多くが私立の幼保施設で行わ

れていると認識しています。その形態は、

幼保施設の課外プログラムとして施設の運

営法人が自ら直接実施するものや、外部の

専門法人が施設の場所を借りて講師を派遣

し、教室を実施するものなどが存在します。

習い事の内容は、先ほどおっしゃられた英

語であるとか、体操、水泳、読み書き、絵

画、音楽などがあります。幼保施設に通い

ながら専門的な指導を受けられることをそ

の施設の特徴としている施設が多いようで

す。保護者にとっては、毎日の生活の中で、

幼稚園や保育所を退園後に習い事教室に通

わせるには再度送迎するなどスケジュール

を組み立てる必要があります。特に保育所

の場合は保護者の方が働いていらっしゃる

ため、同一幼保施設内で専門的な指導を受

けることを利点と考え、幼保施設を選択す

る際の判断材料とされる場合もあるという

ふうにお聞きしております。その一方で、

先ほどおっしゃられたとおり、保護者の費

用負担が発生するため、課外プログラムを

受講する園児と受講しない園児との間に差

ができる。また、一つの施設におきまして

は課外プログラムの選択肢が限定されると

いう一面もございます。現在、豊能町にお

きましては、町立の３園所において有料習

い事の導入事例はございません。ただ今後、

整備を進める西地区の認定こども園につき

ましては、公私連携幼保連携型認定こども

園とし、民設民営を基本として考えており

ます。こういった事例も含め、様々な方面

からの御意見をいただいた上で町としての

考えをまとめていきたいと考えています。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  わかりました。御説明ありがとうござい

ます。 

  それでは次の質問にいかせていただきま

す。最後の質問でございます。地域活性化

についてでございます。ふるさと納税、ふ

るさと納税の寄附金を受け付けるまでの具

体的な流れはどうなっているのかお伺いい

たします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  ふるさと寄附金でございますが、寄附か

らの申込みにより寄附申し込まれた方、申

込みされた金額を寄附金として受容してい

るものでございますが、申込みには大きく

３種類の方法がございます。一つはインタ

ーネット、二つ目が郵送あるいはファクス、

三つ目は役場の窓口で受けている状況でご

ざいます。また決済方法につきましては、

インターネットの申込みではクレジットカ

ードを初めコンビニ支払あるいはＱＲコー

ドの決済など、多様な決済手段を選ぶこと

ができます。もちろん役場の窓口で現金で

の受付も可能となっております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  先ほどの答弁で、役場に持ってきてされ

るという方がいらっしゃるんですけど、大

体年間何人ぐらいいらっしゃるんでしょう

か、そういう方は。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 
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  お答えいたします。 

  その件数につきましてはちょっと今現在

把握しておりませんのでよろしくお願いい

たします。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  わかりました。 

  それでは次、いかせていただきます。返

礼品はどういった特産品で構成されている

かお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  返礼品につきましては現在、主に日本酒

では右近あるいはシシ肉、羽毛布団、乗馬

の体験チケットなど幅広く、約91品目です

ね現在の返礼品がそろっております。多く

の寄附者に選択していただけるようなライ

ンナップに努めているところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  返礼品については何年ごとかに入れ替え

るとか、そういうことはやってられるんで

しょうか、お伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  返礼品の入替えについては、例えば一斉

更新とかそのようなことはちょっと話とし

ては聞いておらないんですが、それは返礼

品の入れていただける業者さんの状況によ

りまして多少の入替えあるいは追加なりは

順次行っているところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  乗馬の体験とかそういうことが、今頃よ

くほかのところも見たら割と体験型ってい

うのがよくされているようなんですけども、

豊能町として今後体験型で何を考えてられ

るか、ちょっと答えられるようでしたら答

えていただきたいんですけど、どうでしょ

うか。民泊の泊まるのを返礼品に入れると

か、そういう考えはございませんでしょう

か。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  確かに体験型、場合によっては非常に人

気があるところもあると聞いております。

本町の場合はなかなか産業が少のうござい

まして、そのような、もしものがあればぜ

ひ返礼品の検討をしていきたいと思ってお

りますが、今おっしゃるような体験型で例

えばどこかの施設に宿泊してとかいうのは

現在のところはちょっと聞いておりません

ので、もしそういうのがあれば積極的に検

討はしていきたいと思っています。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  ありがとうございます。町の税収入が伸

びない以上、ふるさと納税のさらなる成長

が必要であると、他自治体のように本町で

も専門チームを立ち上げて積極的に必要と

考えますが、どうでしょうか。そして私び

っくりしたのは、新聞のチラシの中にこう

いうのが、飯塚市、福岡県のふるさと納税

のチラシが入っていたんです。ここまでや

る必要はないと思う。豊能町は財政が枯渇
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しておりますのでそこまでとは思いません

が、どのようにこれから取り組んでいかれ

るとお考えでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  このふるさと寄附の例えば専門家チーム

の設置などにつきましては、他の自治体の

事例なども参考に見ているところでござい

ます。専門チームを設けている自治体の取

組を見てみますと、寄附金の使い道の検討

や、イベントなどを通じた広報宣伝が主な

内容でございました。本町でも同様の取組

を行っているものと思っておりますが、専

門チームまでの設置はちょっと厳しいのか

なという状況でございます。先ほどそのフ

リップの飯塚市の取組でございますが、今

朝ちょっと見せていただきまして、ちょっ

と飯塚市の状況を調べてみたんですが、そ

こは人口にしたら約12万人程度のまちで特

に産業が盛ん、もともと炭鉱のまちを工業

団地化して企業誘致をしているというまち

でございました。それとまた特区を利用し

てＩＴ産業の先端産業を誘致している。製

造業も誘致をその際にしておりますので、

その製造業の企業、そこが返礼品の開発を

してそのような大規模な宣伝をしているの

かなというのはちょっと見てとれた状況で

す。また寄附の額も昨年度は県内トップと

いうところで、何十億円というような寄附

が集められておるというところで、それの

原資としてそのような大々的な宣伝をでき

るような形を捉えておるのかなと思ってお

ります。本町の場合はそこまでの寄附は入

ってない状況ですので、そのような広告費

はなかなか捻出は難しい状況でございます

が、町として取り組めるところはなるべく

積極的な寄附がいただけるようには取り組

んでいきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  わかりました。 

  では最後の質問にいたします。豊能町立

スポーツセンターシートス、シートスは住

民の健康の促進、生きがい、子どもたちの

スポーツ教育など重要な施設であります。

最近、少子高齢化により利用者が徐々に減

る傾向があり、安定継続が心配されており

ます。本町はシートスに対して、長期継続

が可能する手段として利用者が増えるため

のＰＲ活動を実施されているのでしょうか、

お伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  少子高齢化による人口減少の中、またコ

ロナ禍により減少した利用者に戻ってきて

いただくために、シートスでは利用者増加

に向け様々なＰＲ活動を行っています。ま

ずはシートス夏祭りであるとかスポーツフ

ェスティバルなど、主催イベントや町との

共催イベントの開催です。10月に開催いた

しましたスポーツフェスティバルでは、プ

ールでのアクアジムであるとか、元Ｖリー

ガーによるバレーボール教室などを実施し、

大変賑わったところでございます。そのほ

かにも、地域のイベントへダンス、健康測

定等により参加したり、季節によってミニ

イベントを開催、例えば父の日であるとか

母の日あるいはハロウィン等に記念日に御

来館いただいた方への記念品の配布である

とか、施設の利用を無料化したりしている

イベント、あるいはＬＩＮＥアカウントを
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作成し、施設のイベント情報や緊急性の高

い情報まで、様々な情報を発信しています。

あるいは広報板や広報、ホームページや新

聞折り込みなどによるイベントの周知を図

っておるところでございます。指定管理者

は２年目を迎え、また来たくなる施設づく

りに向けて今後も検討しております。町と

いたしましても、指定管理者と協議しなが

ら、今後もそういった仕掛けづくりに努め

てまいるつもりでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  指定管理のお話が出ましたのでお聞きし

ますけども、令和８年にシートスはできま

して、緊急に修理する必要があるようなこ

とがあるんでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  すみません、シートス、令和８年ではな

いです。 

○３番（吉田正子君） 

  平成８年、すみません、申し訳ございま

せん。平成８年なんですけど、指定管理の

方も長いことやっていただきたいんですけ

どもどうでしょうか。大丈夫なんでしょう

か。再度お聞きしたいんですけど。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  シートスにつきましては、令和元年に策

定いたしました生涯学習施設の個別施設計

画におきまして、35年間施設を使用してい

くために必要とされる改修工事の内容、概

算費用が示されています。その中で、シー

トスについては、直近10年間においては約

６億7,200万円の費用が必要とされています。

改修内容といたしましては、屋根や外壁の

防水並びに塗装、ほか空調設備や給湯設備

などの設備面もございます。施設運営のた

めに喫緊に必要な改修工事につきましては、

以前、９月の全員協議会で御報告いたしま

したが、幼児用プールのろ過ポンプ並びに

プールのろ過装置用コンプレッサーが取替

えを行っております。これについては既に

改修済みでございます。今後必要な具体的

な改修につきましては、先ほど申し上げま

した長寿命化計画と指定管理者の協議に基

づきまして優先順位に基づいてまた予算措

置をしてまいりたいと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  吉田正子議員。 

○３番（吉田正子君） 

  町長、お金がかかると思いますけども、

住民は高齢化しておりますので、どうぞ持

続できるようによろしくお願いいたします。 

  これによって、私、12月、一般質問を終

わらさせていただきます。ありがとうござ

いました。皆様ありがとうございます。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、吉田正子議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は、午後2時15分といたします。 

（午後２時05分 休憩） 

（午後２時15分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、寺脇直子議員を指名いたします。 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  それでは議長より御指名をいただきまし

たので、これより一般質問を始めます。通

告書とちょっと前後しますけれども、まず

初めに西地区の学校再編について質問しま

す。本町では少子高齢化が以前より進んで

きておりまして、今後、１学年５人や３人

などの人数にならないように、５年後、10
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年後の豊能町内の子どもたちの人数を見据

えて、現在学校再編、９年間の小中一貫校

の取組を段階的に進めております。現在東

地区を先行して進めており、５・６年生が

東能勢中学校で学んでおります。今後１年

生から４年生も一緒に学ぶことになります

けれども、先日、私も東能勢小中学校の授

業見学にお伺いさせていただきました。学

校では以前に比べますと、私も卒業生なん

ですけれども、当時に比べると施設もきれ

いになって、お手洗いも水洗で、非常に学

校施設がきれいに整備されておりまして、

授業もＩＣＴを活用した授業で、生徒一人

に１台のタブレットを使用しており、修学

旅行の発表やグループワークなど非常に全

体的に落ち着いて、授業を熱心に学んでい

る姿が非常に印象的で、たくさんの保護者

の皆様も授業参観に来られておりました。

学ぶ環境がよくなっているなと本当に思っ

たんですけれども、今後この西地区の学校

再編も進みますが、来年度からの取組につ

いて伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  西地区の学校再編につきまして、来年度

の取組でございますが、まず施設面におき

ましては今年度中に実施設計を完了し、改

修費用が算定されますので、令和６年度の

当初予算において工事にかかる費用を予算

に上げていく予定です。予算をお認めいた

だいた後には、令和８年度の義務教育学校

開校に向けて、令和６年度、７年度の２年

間で改修工事に取りかかりたいと考えてい

ます。 

  次に、教育内容につきましては、保幼小

中一貫教育推進担当者会、教職員間では計

画部会というふうに呼称しております。そ

の中で、今年度は豊能町保幼小中一貫教育

グランドデザインの目指す子ども像である、

豊能町に誇りを持ち、自信を持って社会を

生き抜く子どもの具現化をテーマとしてい

ます。その中では、キャリア教育、異校種

間、同校種間の交流の検討、とよの未来科

の取組の三つを柱としており、それぞれの

取組において、保幼小中の担当者が集まり、

情報共有及び今後の教育について議論を進

めています。11月15日に保幼小中合同研修

会を実施し、町内の保幼小中の教員、保育

士が一堂に集まり認識を共有したところで

す。来年度のテーマにつきましては今後の

計画部会において議論する予定ですが、令

和８年度の学校再編に向けて、教育・保育

内容の充実に向けて取り組んでいきます。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  先日は授業の見学にお伺いさせていただ

きまして、非常にやはり保護者の皆様も熱

心に授業参観来られてたんですけども、や

はり学ぶ環境が整備されてるっていうこと

が、子どもたちが本当に落ち着いて前向き

に勉強できる環境の整備っていうことが本

当に大事なことなんだなというふうに実感

しました。来年度から西地区でも東地区と、

東地区が先行してしてますけど西地区でも

来年度から９年間の小中一貫校の取組がス

タートするということで、私も以前、近隣

の箕面市の彩都の丘学園の９年間の小中一

貫校に視察にちょっとお伺いさせていただ

いたんですけれども、今非常に彩都の丘学

園近辺は非常にファミリー層が増えてて、

ここの学校も増築してるほどファミリー層

がたくさん集まってると。私も実際視察し

したとき学校施設も本当に、もう全体的に

きれいに整備されてますし、給食も地産地

消で温かい給食が食べられて、子どもたち
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も本当に元気に一生懸命学んでいる姿が印

象的でした。９年間一貫して１人の生徒、

子どもたちを見ることができるという教育

内容は非常に特色があるなと思いましたし、

本町は、全体的に以前と比べますとちょっ

と少子化が進んでるというか、私のときは

１学年４クラスだったんですけども、その

ときに比べたら非常にクラス数が全体的に

減ってると思うんです。ですので９年間の

隣の彩都の丘学園や箕面森町のとどろみの

森学園もそうですけども、本町においても

この９年間の小中一貫校を取り入れてくる

ことで非常に魅力的で特色がある教育が実

現できて、町外からもファミリー層が少し

でも集まってくる町になるのではないかと

思っております。町外からファミリー層が

集う魅力ある学校教育についてどのような

取組をされるのか伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  豊能町保幼小中一貫教育グランドデザイ

ンにおきましては、確かな学びと豊かな心

の育成、グローカル人材の育成、地域とと

もにある学校づくりを目指すの３点を重点

政策として実施しています。まず一つ目の

「確かな学びと豊かな心の育成」では、保

幼小接続カリキュラムの検討、小中一貫カ

リキュラムを活用した事業研究を推進し、

保幼から小学校また小学校から中学校へ進

学する際のギャップを解消するため、一貫

した授業内容について研究・実践を行って

います。二つ目の「グローカル人材の育成」

ですが、「とよの未来科」の事業により、

自分の住む地域について学ぶとともに、

「キャリアパス・ポート」を活用し、児童

生徒一人一人が自分の将来像を意識して学

習を進めることができるよう、授業内容を

研究する取組を行っています。三つ目の、

「地域とともにある学校づくり」を目指す

につきましては、地域全体で子どもたちの

学びや成長を支えるとともに、地域と学校

が相互にパートナーとして連携・協働して

活動できる取組を行っています。魅力ある

学校づくりを推進するため、以上の重点政

策を通じて取組を進めていきたいと考えて

おります。また、これらの取組については、

保幼小中一貫教育の取組を紹介しておりま

す「豊能の風」において、ホームページな

どを通じて情報発信し、魅力ある学校教育

を通じて転入者の増加につなげたいと考え

ています。 

○議長（永並 啓君） 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  私のほうからも少し補足をさせていただ

きたいと思います。冒頭におっしゃってい

ただきました学校訪問をしていただいたと

いうことで、本当にありがとうございまし

た。これからも授業公開日あるいは研究発

表等、議員の皆様方にも日程等をお伝えを

していきたいというように思います。子ど

もたちの様子ですとか、あるいは先生が工

夫した授業に取り組んでいる様子等、また

子どもたちの発達段階、１年生、２年生、

３年生、４年生それから中期の５、６、７、

その様子等も見ていただければというよう

に思いますので、どうかよろしくお願いい

たします。また、見ていただく際にぜひ一

つの見るポイントといたしまして、教育委

員さん方に今ちょうど学校訪問、授業を見

て回らせていただいてるんですけれども、

これはずっと、ここもう４年も５年も取り

組んできております、豊能町の授業のスタ

ンダード化ということを学校のほうで取り

組んでいただいてます。１時間の流れが導

入そして展開、まとめ、振り返り、そのよ
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うなことが１時間の中で取り組もうと、み

んなでこのことについて話し合っておると

ころ、そういうところと、学年によって発

達段階によって、これは自分で考える、あ

るいは友達と一緒に考える、そして自分の

考えをまとめると、そして発表するという

形で、先生と子どもだけじゃなしに、２人、

３人、４人、５人というようなグループの

中で考えをぶつけるというようなところに

も取り組んでおりますので、ぜひそのあた

りのことも、見ていただけたらと思います。

また、子どもたちの数のことにつきまして、

現在の数につきましても少しお伝えをして

おきたいんですけれども、令和元年度に立

てました推計、来年度、５年後の推計をし

ておりますが、東地区では157名ということ

で、予定より若干10名ほど少なめでござい

ます。令和６年４月１日の推計でございま

す。それから西地区につきましては605名と

いうことで、プラス56名ということで、町

全体では45名、推計より増えているという

ことでございます。また、学校のほうには

いろいろな形でいろいろな取組を情報発信、

さっき部長ものほうからも、仙波部長から

もいろいろとお話させていただきましたで

すけども、ＬＩＮＥそれからインスタグラ

ム、そういうことを通じまして学校の取組

を情報発信し、そして町外からも町のよさ、

魅力を知っていただき、いろいろなイベン

トですとか、ハイキング、ドライブに来て

いただく交流人口を増やしていくことも大

切な一つではないかなというふうに思うと

ころでございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  先日授業見学にお伺いした際に企業の方

が、コクヨさんかな、企業の方が来られて、

さっき教育長がおっしゃった３人や４人、

５人でグループで学んだり、プレゼンテー

ションをされたということを聞いて、その

企業の方が、都会にいる子どもたちとはち

ょっと違って情操が豊かですねと、非常に

何かいい評価というか、ほめてもらえまし

たということで、今進めている教育内容を

より充実させていきたいというようなお話

を伺いました。先ほど豊能町全体では45名

ほど増えているということで、今、希望ケ

丘でも新しい家が何か所か建ち始めてます。

ですのでまた若いファミリー層の方も引っ

越ししてこられたりしますので、やはりフ

ァミリー層が集まるまちっていうのは、彩

都の丘学園を見ててもそうですけど、非常

に学校教育が充実してるというか、施設も

整備されてて、そういうところのまちには

非常にファミリー層が集まってくるんだな

ということを視察で学びました。また子ど

もたちや先生方にとっても、やはり学校環

境の整備や教育内容の充実ということを図

っていくことがこれから非常に重要なこと

だと思いました。豊能町の学校教育の環境

や質を高めて、ぜひ先ほど教育長おっしゃ

ってた交流人口の増加、町外からもファミ

リー層が集ってくるような教育環境の整備

や教育内容の充実というものを今後とも前

向きに進めていってほしいと思います。よ

ろしくお願いします。 

  それでは次の質問に移ります。次はスマ

ートシティについて質問します。10月から

西地区でＡＩオンデマンドバスのハニタス

の有料の実証実験が始まっておりますが、

先日の新聞でハニタスの車両をペンキで色

塗りするっていう、ハニタスまるごとぬる

ワークショップというのが開かれて、吉川

中学の生徒や町民が参加されたということ

で、私もこのニュースを読んで新しい交通

スタイルのハニタスが非常に身近に感じて
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もらえるいい取組だなと思っております。

現在有料で始まってるオンデマンド交通に

ついて、２月の無料の実証実験と比べて利

用者の状況はどのような状況でしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  現在のＡＩオンデマンド交通の実証実験

の状況、利用状況でございますが、まずア

プリの登録者は約900名ほどいらっしゃいま

す。あと１日当たりの利用者でございます

が、現在のところは平均で約25名程度とい

った状況でございます。あと乗降場所、乗

り降りする場所でございますが、前回の運

行時とこれは試験運行、２月に行ったもの

でございますが、そのときの状況と同様に、

乗降場所につきましてはときわ台駅あるい

は阪急オアシスあるいは光風台駅の利用が

多い状況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  アプリの登録と利用者数が１日平均25人

ということで、この利用者がちょっと２月

に比べますと、ちょっと減ってる、減少し

てる理由っていうのは、現在企業さんとど

ういうふうに分析されてますでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  前回、２月のＡＩオンデマンドの実証実

験の実績でございますが２月１日から28日

までの利用者の人数が3,214人、一日平均

110名～120名程度という利用ございました。

それに比べましたら今回の利用は25名程度

いうことで、大きく減少している状況です。

考えられる要因といいますのは、今回有償

での運行これは大人300円、定期もございま

すが、基本大人300円で有償運行でこれまで

はお試しのように２月のほうはたくさん乗

っていただいたのですがそれを経験された

方もいらっしゃると思うんですが、今回は

有料サービスいうことで、一定の目的とい

いますか、持った方が乗られるということ

で、利用者の減少しているのかなと思って

おります。また、運行期間も前回は１か月

でしたが今回４か月程度という期間でやっ

ておりますので、その短期集中型みたいな

形で乗っていただく状況にはないと思いま

すので、その辺りのその平準化といいます

か、というのも一定、その減少の要因の一

つかなと思っております。ほかにも様々な

要因ございますが、ちょっと今大きな要因

として思われるのはそのところかなと思っ

ております。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  今回は有償でしている、２月は無料でお

試しだったので、１か月のお試しというこ

とで、短期的に乗る人が物すごく増えたと

いうことですけども、今回については有料

で期間も４か月ということで、ちょっとス

パンも１か月に比べると長いというところ

がちょっと利用者が減少している要因だと、

今のところそのような分析されてるってい

うことですけれども、ただ、豊能町をフィ

ールドにして新しい交通スタイルの実証実

験がスタートしてますので、今後、少しで

も利用者が増えるような取組も検討してい

く必要があると思うんですが、何か検討し

ていることはありますでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 
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○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  また今後、ハニタスラボというのは開設

しておりますので、共通アプリの利用はし

ていただける、容易に予約ができるという

ことは今後も普及啓発していきたいと思っ

ております。また前回も好評やったんです

けど、吉川中学校の生徒に協力していただ

いてスマホ教室というのも先日１回開催さ

せていただきましたが、そのようなことも

あと１回また予定しておりますが、そうい

うこともしながら普及啓発に努めていきた

いと思っております。また、いろいろな、

今回阪急バスさんで共創事業というか、そ

ちらのほうでイベント等の取組はしていた

だいておりますので、今回のそのペイント

のイベントもそうですけど、やはり印象付

けるような、そのような取組がこの利用に

結びつくのかなと思っておりますので、引

き続き実証運行期間中はその辺の普及啓発

に努めていきたいと思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  本当に、先日新聞のニュースで吉川中学

の生徒の皆さんがハニタスにペイントをし

たっていうことでも、本当に身近に感じて

もらえますし、そういうニュースをきっか

けに利用する方も増えてくると思いますの

で、今後とも普及啓発に取り組んでほしい

と思います。それとこのＡＩオンデマンド

のこのハニタスですけれども、非常にお隣

の近隣の川西市さんが非常に注目している

ということで、川西市さんの住民の方とか

何か利用されたりしてるんでしょうか。ち

ょっと川西市さんが非常に注目していると

聞いたんですけども。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  川西市の住民の方がこのハニタスを利用

されてるかどうかについては、ちょっと詳

細、その利用人数とかそういう把握はして

おらない状況でございます。ですが別に住

所要件等もございませんので、御関心のあ

る方は御利用されていることもあろうかと

思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  新しい交通スタイルですので、近隣の川

西市でも非常に坂道が多い住宅地もあると

思いますし、本町においても路線バスより

も近くで乗り降りできて、坂道がすごい、

山を削った住宅地ですので、好きな時間に

予約して路線バスよりも近くで乗り降りで

きますので、免許返納した高齢者の皆さん

や、通院、買物、お出かけとか子育て世代

のお母さんなどが利用されたら非常に便利

で暮らしやすい町になるのではないかと思

いますので、今後とも啓発を含めて利用者

が少しでも増えるように取り組んでほしい

と思います。また豊能町は過疎地域に指定

されており、基金枯渇の財政問題を抱えて

おりますが、今後この住民サービスの削減

など削る施策だけ進めていきますと町が衰

退化していくのではないかと懸念しており

ます。一方で地域活性化に向けて、豊能町

に住んでいる町民の皆様が快適に暮らせる

ような事業、スマートシティ事業や公民連

携の事業も今後重要になってくると思いま

すが、今後どのように取り組んでいくのか

伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 



 2－51 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  令和４年度に実施したスマートシティ推

進事業では、デジタルを活用し八つのサー

ビスに取り組みましたが、今後におきまし

てもデジタル技術を活用したスマートシテ

ィの実現を目指した取組は必要であろうと

考えております。今後、昨年度実施したス

マートシティ推進事業の検証を進めていく

中で、その費用対効果を見きわめながら、

本町のまちづくりを進める中におきまして

デジタル技術の活用をしていきたいと考え

ております。また、公民連携の事業でにつ

きましても、住民サービスの向上あるいは

地域生活などの将来にわたっての持続可能

なまちづくりを進めていくためには、公民

連携を推進していくことが必要であると考

えます。その取組として、例えば民間との

包括連携協定を結び、それぞれの持ち得る

資源を有効に活用をするとともに、民間の

マンパワーあるいはノウハウや柔軟なアイ

デアなどを活かして、例えば防災や福祉、

子どもや高齢者の見守りなど、様々な住民

サービスを効果的に実施をして地域の課題

の解決や住民サービスの維持向上を図って

いきたいと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  12月には箕面市議会も視察に来られると

いうことを伺っておりますので、非常に近

隣の自治体で注目されている事業でもあり

ますし、まちづくりを進めていく上でも、

先ほど部長の答弁ありました民間との連携、

やはりノウハウとかアイデアもお持ちです

ので、ぜひまちづくりに活かしていってほ

しいと思います。 

  次の質問に移ります。それでは次に、基

金枯渇の問題について質問します。本町は

昭和40年代に大規模開発されたときと比べ

まして、現在は本町のみならず全国的にも

今後人口減少や少子高齢化が予見される中、

地方自治体の取り組む経済の再生というの

が非常に困難な状況になってくると予見さ

れております。安心・安全に暮らせる住民

生活を維持し、持続可能な町を実現してい

くために、地方自治体の役割が非常に大き

いものがあり、限られた財源の中で予算の

最適配分を行い、的確に住民サービスを行

っていく必要が今後本町においてますます

重要になってくると思われます。この基金

枯渇問題は豊能町の将来に関わる大きな課

題でありますが、現在、町政懇談会で各自

治会に財政問題についても説明している状

況ですが、住民の皆さんからはどのような

御意見が出ているのでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  町政懇談会は10月21日から11月23日まで

の間、公共施設の再編についてをテーマに

して町長が各自治会へ出向きまして、公共

施設再編の基本方針の内容や再編の考え方、

今後の進め方、あるいはまた先ほど御指摘

のあった財政シミュレーションなどを直接

町長の口から説明して、公共施設再編の御

協力をお願いした状況でございます。その

とき参加された住民の皆様から主なものと

して次のような御意見をいただいておりま

す。まず財政上の問題につきましては、小

中一貫校の整備と並行して施設再編を進め

ていく必要があるため、財政的に大丈夫な

のかというような御意見がございました。

また施設では東西それぞれの特徴ある施設

整備を望むといった御意見、あるいはこれ

も財政に関することかもしれませんが過疎
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債の話もしていただいておりますので、そ

の制度や条件に関する確認の御質問。ある

いは学校跡地の活用についてというような、

何に使うのかというようなことの質問がご

ざいました。また人口が減っていくという

ようなことも説明しておりますので、目標

としている今の総合まちづくり計画では１

万5,000人を最終目標と掲げて取り組んでお

りますが、それよりも、人口を増やす方法

とか町の魅力を高める施策に関する御質問

とかが主な質問として出たところでござい

ます。限られた時間でございましたが貴重

な御意見をいただきましたので、今後そう

いうようなことも踏まえまして、公共施設

再編がメインテーマでございましたので、

その辺に活かしながら検討していきたいと

思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  非常にいろいろ貴重な御意見を伺ったと

いうことで、人口減少につきましてはこれ

は本町のみならず全国的な課題として、全

国的に人口減少、少子高齢化が進むという

時代に入っていくということで、その中で

人口を増やす方法とかいう意見もあったと

いうことですけれども、これも先ほど魅力

ある学校づくりっていうところにもつなが

ってくると思いますし、実際希望ケ丘も新

しい家が何軒か建ってますんで、ファミリ

ー層が増えてくる町っていうのは学校の整

備とか、充実した教育内容というのにも非

常に関連してくるのかなと思います。国と

違って地方財政の場合は赤字債の発行がで

きません。持続可能なまちづくりに向けて、

町の一番の課題である令和11年の基金枯渇

問題についてどのように取り組んでいくの

か、この具体的な解決策について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  議員御指摘の令和11年度の基金枯渇につ

きましては、先ほど申し上げました町政懇

談会で10月から11月にかけて実施した際に

に配布しております財政シミュレーション

のことと思っております。町政懇談会で配

布した資料では令和４年度の決算状況、あ

るいは令和５年度の決算見込み、令和６年

度以降につきましては小中一貫校の施設整

備の費用、あるいは町道の維持補修などの

経常的な費用に加えまして、各公共施設に

係る、これは小寺議員の質問でも言いまし

たが、現状の施設の数あるいはその規模の

まま大規模修繕等を行った場合の費用をそ

れぞれの年度で見込み、収支がマイナスに

なる年度につきましては基金の取崩しを行

い、収支がプラスマイナスゼロとなるよう

なな推計を行っております。そのシミュレ

ーションでは令和６年度に約２億2,900万円

の財政調整基金の取崩しを行い、その後の

年度の基金も取崩しを行いまして収支がゼ

ロとするような推計をしております。この

財政の厳しい財政状況のこの主な要因でご

ざいますが、これは先ほども小寺議員のと

ころで申し上げました、東西に分かれてい

る本町の地理的要因、あるいは人口急増期

に整備した施設の大半をそのままの施設規

模で運営しているため、維持管理費や人件

費を含めた運営費が負担となっていること

によるものでございます。このように本町

ではそのような課題が明確になっておりま

すので、公共施設再編を進めてその辺りの

施設の管理コストの縮減を図って健全化を

図っていきたいと、それが基金を温存して

いける一番主要な効果が出る要因と考えて

おりますので、まずはその公共施設再編を
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全力を挙げて取り組むということで考えて

おります。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  本町の公共施設は昭和の時代に建てられ

たものばかりですので、もちろん今後ずっ

と使っていくと維持管理費が莫大にかかり

ますし、こないだのシミュレーションでは

今後40年ぐらいで約300億円ですか、それほ

どかかるということで、維持した場合でも

かなり財政負担になってくると。ですので、

過疎債も利用したら３割負担で済むという

ことで、公共施設の再編っていうことは、

いずれにしても昭和の時代に建った施設は

ずっと利用するのは難しいので、それは検

討は早急にしていく必要があると思います。

本町の場合、先ほど部長の答弁にありまし

たように財政調整基金を取崩しして財政運

営してますので、これは民間企業でいった

ら収支の悪化、売上げに対する利益率が低

いということと同じことと例えられると思

いますけれども地方自治体は利益を求めて

いるわけではありませんので、今後財政の

持続可能性の観点や本町は緊急の災害も起

こることもありますので、この災害時の対

応のときにも基金が必要になると思います。

一方で、この基金の取崩しで賄うことが通

常となった場合、この問題を解決しなけれ

ば数年内に基金が枯渇して予算が組めなく

なるという、財政破綻するというような危

険性が高まってきますので非常に注意が必

要だと思います。一つの事例として宮城県

の桶谷町っていう本町と同じような人口規

模で人口１万6,000人なんですけども、この

町も人口減少で収支悪化し、不足を財政調

整基金で補填して財政調整基金12億円をピ

ークに減少傾向をたどり、財政健全化推進

計画など策定の上、事業再編や統廃合に取

り組むとしております。この事例は本町と

同じように、健全化判断比率を見る限りで

は財政状況極めて健全でしたが、経常収支

の黒字幅が年々小さくなってくるという黒

字破綻の兆候が見受けられておりました。

本町は令和４年の決算は、歳入が88億円、

歳出83億円です。これまでの決算カードや

財政状況資料集を見ると、歳出は人件費や

物件費、補助費、繰出金が非常に多いと思

います。ですので今後人口減少に伴って、

来年度のこの予算編成改革では、今後の行

革計画ですね。ほかの自治体でも中期財政

運営プランなどを策定してますけども、職

員の採用計画とか給与水準の適正化とか、

地方債の発行制限をどうするかとか、こう

いうことが令和11年までに非常に重要にな

ってくると思いますので、持続可能なまち

づくりに向けて来年度から予算編成改革に

も取組を進めてほしいと思います。 

  それでは次の質問に移ります。次に公共

施設の再編について質問します。先ほども

申しましたけども、本町の公共施設の大半

が昭和の時代に建てられて、老朽化も進み、

一部改修工事などを続けますと今後維持管

理費が莫大にかかってくるという状況であ

ると、先ほど総務部長の答弁でも伺いまし

たけども、この自治体の財政の良し悪しと

いうのが一般的に借入金の大きさや基金の

大きさでわかるとされていて、また本町に

おいてはこの高度経済成長期に大量整備し

た上下水道、橋梁などのインフラが耐用年

数を迎えてますますインフラ関係で、もう

支出が増えてくるという状況が今後予測さ

れます。全国の自治体におきましても、一

番大切な指標の実質収支というのはほとん

どの自治体で赤字は発生しておりません。

本町においては、不足は財政調整基金を取

崩しして運営しておりますけれども、従来

指標、経常収支比率や将来負担比率で問題
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なしとされた自治体が、ある日突然財政非

常事態宣言をするに至った事例というのも

全国的に何件かあります。これは健全化判

断比率を健全にするために基金を取崩しし

ているんです、取崩しで健全にしてるんで

すが、基金を取崩しして健全になってると

いうところが、健全化判断比率を見るだけ

ではちょっとわかりにくいということだと

思います。ですので、本町も毎年健全化判

断比率は健全ですという報告ですけれども、

これは基金を取崩しして健全にしていると

いうところを非常に注意をしていく必要が

あると思います。また令和11年に基金が枯

渇する問題が目の前に控えているんですけ

れども、同時にあれもこれもできる状況で

はなく、あれかこれかで優先順位をつけて

施策を選択することが重要ではないかと思

います。この令和４年の決算では財政調整

基金残高が15億円で、学校再編や公共施設

再編など多額の投資的事業を同時進行した

場合、一気に基金が枯渇して予算が組めな

くなり、黒字なのに財政危機になる黒字破

綻の危険性が高まると懸念しますが、現在

どのように検討しているのでしょうか、伺

います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  公共施設再編とか学校再編が迫ってるの

に基金の活用とか取崩しし、どうなってい

くのかというような御質問だと思いますが、

公共施設再編につきましては、これは先日

町長の町政懇談会で町長も御説明しており

ますが、過疎債がこの過疎指定を受けたこ

とによって発行が可能になっておるという

状況でございます。この過疎債の財政措置

を有効に利用して、公共施設再編を短期間

といいますか、令和12年度が法の期限にな

っておりますので、それに合わせて再編整

備を進めていく。過疎債を借入れをします

と、基本的には全額を整備費借入れをして

いきたいと思っておりますが、起債乗らな

い部分ございますので、その分は幾らか単

品あるいはほかの財政措置があれば活用し

ていきたいと思っておりますけど、そうな

れば７割が交付税措置、あるいは３割は持

ち出しとは、町の負担になるんですが、こ

れも起債で発行しますので、基本15年ぐら

いの借入れになっていくとは思うんですが、

負担の平準化が図れる、あるいはそれをう

まいこと活用しないしますと基金が温存で

きるとというようなこともございます。再

編しながら施設の管理経費の縮減を図って

いきますので、当然そこの辺りの今の形状

の施設の管理費が浮いてくる。新たな施設

の分もかかりますが差引きしてもそれは削

減できるであろうというような大きな見方

をしておりますので、この過疎債有効に活

用して基金の取崩しを抑えていきたいと、

このように考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  本当に公共施設の再編は昭和の時代に建

った老朽化してくる公共施設は本当に、こ

れ今後ずっと使っていきますと本当に改修

工事とか維持管理費が莫大にかかりますし、

公共施設を１か所に再編するとか、いろい

ろなことを本当に早急に検討する必要があ

ると思います。ただ一方で東西の学校の再

編が優先的に先、進んでますんで、そこ同

時に公共施設の再編も何十億円もかかる話

ですし、一気に進めていくと基金の枯渇が

早まって予算が組めなくなるというような

懸念があるということで質問をさせていた

だいたんですが、公共施設の再編も１か所
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に集約するとかしたら維持管理費が幾ら浮

くとか、そういうことの、他の自治体でも

中期財政プランとかね。歳入歳出が幾らに

なって、それで何年度は財政が基金がこん

だけ貯めれますとか、そういうさっきの桶

谷町さんにしても、財政健全化推進計画と

か。中期財政プランとか公共施設再編、学

校再編しながら公共施設再編した場合に、

こんだけ浮くからこんだけ基金に貯めれる

とか、何かそういう中期のプランを皆さん

立てて自治体でやってはりますんで、そう

いうものも住民の皆さんや議会にも示して、

だからでき両方できるとか、公共施設の再

編と学校再編が同時にできるというような

シミュレーションみたいなものを、今後、

議会と住民の皆さんに示していただきたい

いうことを要望します。 

  次の質問に移ります。次に希望ケ丘５丁

目の空き地問題について質問します。1998

年から2023年の20年間で、全国的にも居住

目的のない空き家が1.9倍に増加しており、

空き家所有者に活用の意向がない場合や、

意向はあっても活用に向けた取組がない空

き家というのは相当数存在しているとされ

ています。総務省の平成30年の調査により

ますと、全国で849万戸の家屋が空き家とな

っており、前回よりも3.6％増加していると、

非常に空き家数が過去最高になっていると

いうことで、これは近年の急激な高齢化や

孤独死の増加、老朽化した空き家問題とい

うのが全国的にも喫緊の課題とされ、平成

26年11月に空き家対策の推進に関する特別

措置法が公布され、令和５年の12月により

実情に沿った制度対応により空き家対策を

強化しようと改正されることとなりました。

今回の改正では、行政が早期介入する、例

えば希望ケ丘５丁目の空き地の隣に住む方

は、住民の方は、隣の空き地の草木が侵食

してきて、もう自分で、当然隣の家なので

伐採とかできませんけども、非常に安心・

安全が脅かされてるということで非常に精

神的なストレスとか不安を抱えている状況

と私も御相談を受けました。今回の改正で

は行政が早期介入することや周囲への悪影

響を及ぼす特定空き家を未然に防ぐ、また

この緊急代執行制度が創設され、特定空き

家への措置を円滑化、改正前は自治体から

所有者への強制力がないと。私も担当職員

から聞きましたけど、自治体から所有者へ

の強制力がないということで把握すること

が困難なケースがあったが、時間が。すみ

ません、次の質問に移る。もう途中で終わ

ってしまったので。これ次回へ。以上で質

問を終わります。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、寺脇直子議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため暫時休憩いたします。再

開は午後３時15分といたします。 

（午後３時05分 休憩） 

（午後３時15分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、秋元美智子議員を指名いたします。 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  ９番・秋元でございます。議長より指名

していただきましたので、一般質問させて

いただきます。理事者の皆様におかれまし

ては、さぞかしお疲れのことと存じますけ

れども、簡単明快な答弁のほどよろしくお

願い申し上げます。 

  今回質問、５点出させていただいてます

けども、２点目の右近の郷につきましては

これは後に回して時間があったらさせてい

ただきたいと思いますので、お願いいたし

ます。 

  では通告に従いまして、中学校の改修の
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件ですけど、に入らせていただきます。現

在令和８年の義務教育学校開校に向けて、

吉川中学校の改修計画が進んでいます。そ

の後の校舎が耐用年数ですとか、西地区の

再編計画に係る経費を考えた場合、前から

申し上げてますけれども、私は。かつて１

小１中の中で考えられていた、教育施設と

公共施設が一体になった複合施設あるいは

光風台小学校をそのまま使うといった案を

出させていただいてんですけども、今回こ

の一体化の施設につきまして、町長として

は、それがいいと思うか、もうこれは必要

ないというふうな、どういうお考え持って

るのか、ちょっと改めてお伺いさせていた

だきましたので、今回質問とさせていただ

きました。お願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  その一体化のお話はたしか、小中一貫の

豊能町内で１小１中のときに話が出てたか

と思います。そのときには小中も含めて建

て替えで、数字的には85億円とかそれ以上

の数字が出てたかと思います。今、２小２

中という考え方と、それから吉川中学校に

おいては長寿命化を図るというようなこと

で、もう議論が進めておるという認識でご

ざいますので、小中学校の整備とそれから

公共施設の再編については、複合型という

ことではなしに、一体型ということではな

しに分離して進めていけたらと思ってござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。それで、なぜ１

小１中のときには複合型で２小２中になっ

て改修計画になったのか。よくよく立ち戻

って考えてみたときに、池田町政時代はこ

のように、豊能町公共施設等総合管理計画

がつくられてますね。こういった中を通し

て、やっぱり近い将来建て替える必要があ

ると、公共施設を、ということを想定され

た教育施設を一体化させた複合施設ってい

う案を出されたんだと思ってます。実際そ

うだと思います。それに対して塩川町長は、

吉川中学校近隣にある公共施設を潰すこと

に反対されて、それで、財政負担が少ない

という観点で吉川中学校の改修計画を打ち

出されてます。これは議会で確認してます

から、こっちは負担が少ないから改修しま

すとはっきりおっしゃってました。ところ

が潰すことに反対されていたはずなのに、

辞任前には180度変わって、吉川中学校周辺

の公共施設を一つにまとめるという公共施

設再編計画を策定されてますね。私として

は、考え方を180度変わられたならば、いま

一度立ち戻って、このまま吉川中学校の改

修計画を進めるべきかどうか検討されるの

がトップのトップたる姿勢であり、責任だ

と思ってます。これ上浦町長に対してでは

ないですよ。前回です。それで町長にお伺

いいたしますけど、塩川前町長から公共施

設再編計画を前にして、このまま吉川中学

校の改修計画を推し進めることが財政的に

負担が少ないかどうか。その検討資料など

引き継がれてますでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  町長同士の引継ぎの中では大項目の中で

引継ぎをいたしますので、具体的なその数

字まで自ら塩川前町長からお示しをいただ

いて引継ぎを受けるというようなところま
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で至ってございません。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  では今の私の説明を聞いていただいて、

逆に上浦町長になってから、公共施設再編

を前にして、改修と総合施設建設、どちら

が財政的負担が少なくて済むか検討してい

ただけましたでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

  両者の比較検討でございますが、経費面

において、概々算の段階ではございますけ

れども、比較をいたしております。平成31

年2019年１月に秋元議員おっしゃる吉川中

学校を複合施設に建て替えた場合というこ

とで、複合施設の素案が示されています。

平成31年１月に示された想定であって、確

定したものではありませんので、精査すれ

ばまた大きく削減したりというのもあるか

もわかりませんけれども、当時の概々算の

建設費としてグラウンドや解体費等も含め

て、先ほど町長が申しましたとおり85億円

という数字が示されております。一方、現

在進めている吉川中学校の概算では、改修

に33億円という数字が出ているところでご

ざいます。公共施設再編にかかる費用とし

ましては、こちらも概々算ではありますが、

例えば案の一つであるふれあい広場に複合

施設を建設する場合として、建設費として

22億円、対象施設の解体費として２億5,000

万円、合計24億5,000万円という数字が出て

おります。今申し上げた、現在の吉川中学

校改修費の数字以外は、いずれも物価上昇

前のものですので、現在の価格との差は考

慮せず、当時の単純な金額面の比較という

ことになりますが、85億円と57億5,000万円

で約27億5,000万円の差が出てくるというよ

うなところでございます。さらには、複合

施設には公民館機能、文化ホール機能など

も含まれていないものもありますので、こ

れらを含めて考慮した場合、その金額はさ

らに大きくなるのではないかなというふう

に思っておるところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。私自身はやっぱ

り、もちろん財政的なこともあります。負

担もあります。ただ、この先の公共施設再

編の手順を考えていったときに、やっぱり

まず中学校は複合施設に新築をして、それ

を一緒に進めていくべきではないかなとい

うふうに思ってます。町長としては今、政

策監がおっしゃったような、それを要する

に、メリットって言い方は変な言い方かな。

だったらそのほうがいいだろうという納得

の上での、今の現状って変な言い方ですね。

改修計画を進めていこうというふうな立場

になるんでしょうか。お尋ねします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  先ほど来からるる出ておりますように、

今ある公共施設については人口３万5,000人

を目指してまいりました規模での公共施設

ということで、今度１万5,000人を私たちは

目指しておりますので、それに向けたコン

パクトな公共施設の再編をしていくという

ことで、もちろん財政上も３万5,000人から

１万5,000人ですので、それなりの財政状況

の規模に縮小されると、いうことも踏まえ

ますと、やはり財政的な問題をしっかりと

重視して見きわめながら進めていくという
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ことになりましたら、まずは何においても

安定継続した町政運営を進めていく中に加

えて、公共施設再編それから小中学校、義

務教育学校の整備を進めていくということ

になりますと、財政上の問題を最優先に考

えながらも将来に向けた公共施設の再編が

必要ではないかと考えてございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  ちょっと先に教育委員会のほうにお尋ね

したいんですけれども、前回、光風台小学

校そのまま義務教育学校開校した場合どの

ぐらいの経費がこれかかりますかと、私は

単純に今ある校舎と新しい校舎８億円、８

億円で済むと思ってましたけども、プラス

何か足されてすごい金額出ましたね。その

ことがちょっと理解できなかったので御説

明願います。これ簡単で結構です。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  光風台小学校校舎の面積は約6,400平米で、

吉川中学校の校舎の面積約9,800平米より

3,400平米小さい状況です。義務教育学校の

整備費用につきまして、西地区を光風台小

学校で整備する場合、やはり長寿命化にか

かる費用が必要となりますので、現在の35

億円、長寿命化にかかる費用にプラスして、

面積が小さい分にかかる増築費用約８億円

が必要になるということで御説明をさせて

いただきました。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  では８億円のほかに光風台小学校の長寿

命化のためにまた金額はあれして、合わせ

て43億円というふうな答弁と理解させてい

ただきました。それで、あそこは43億円使

ったとして、でもやっぱりそこで次は吉川

中学校の敷地が空きますわね、その場合。

43億円つぎ込んだとしても空きますわね。

そしたら次の公共施設再編やりやすいです

わね。場所がわかるわけですから、ふれあ

い広場云々なんて、次またいろいろな問題

が起きると思いますが、そのまま使いやす

いと思うんですよ。計画立てやすいと思い

ます、私は。そういう時間的な合理性があ

るなと。もう１点はそうじゃなくて、吉川

中学校のところを新しい校舎、この２年間

の間に建てましょうと計画しても、まだ合

理的であるし、財政的にも私は助かると思

うんですよ。どう考えても塩川町長が近辺

の公共施設をつぶさないことを前提にして

立てたですよ吉川中学校の改修は、町にと

って財政的に大きな負担になると思います。

そういう観点から見たときに。それでそれ

を合わせていくと、豊能町の持続可能なま

ちづくりも影響してくる。ですからやっぱ

り十分に検討していただきたい、これは。

どの金額が、43億円でいろいろ出てますけ

ども、それじゃなくて、じゃあ平らに考え

てみて昔85億円とおっしゃってましたけど、

それは私たちにしてみたらたった５分も見

ない。すぐ引き上げられた資料の話です。

ですから今そう言われても、はあそうでし

たねとしか言えません。だからもう一遍、

これは本当に豊能町の将来に関わることで

すので、十分に検討していただきたいと思

いますが、ただ検討ということを言うと議

長のほうがじゃあいつまでにとかいうふう

な突っ込みになっちゃいますので、じゃな

くて、後日これは十分期待して、私の提案、

検討していただきたいと思いますのでお願

いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 
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  大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

  秋元議員おっしゃるのは、まちづくりと

いう観点、将来のまちづくりという観点を

含めて比較をするべきではないかという御

意見というところかと思います。そこの比

較というものはこれまでもされてきません

でした。現段階でもできていないというと

ころであります。本来であれば、学校再編

や施設再編に向けましては、まちづくりの

観点も十分にいろいろな角度から比較検討

していくというところはごもっともな御意

見であろうというふうには思っておるとこ

ろでございます。しかしながら現段階では

財政面も踏まえまして、この方針をもとに

既に前に進んでおるというところもござい

ます。今後につきましては将来的にこの選

択が有効であったというようなまちづくり

を進めなければならないと、それが一番得

策ではないかというふうに考えておるとこ

ろでございます。過疎債の活用も踏まえて

考えますと、令和12年度というような時間

的な制約もあります。再度計画を大きく見

直すことは現段階では町にとっては非常に

デメリットのほうが大きくなるんではない

かというふうに考えておるところでござい

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  それを言うならデメリットが何なのか、

今度しっかりお聞きしたいと思いますので

お願いいたします。メリットとデメリット

をしっかり対比して出していただきたいと

思いますのでお願いいたします。 

  この質問終わりまして、戸知山の活用に

向けて質問させていただきます。ちょうど

１年前の12月議会に、長年の懸案事項とな

っている戸知山の活用に向けて、私のほう

から堆肥化事業の取組について提案させて

いただきました。この事業につきましては

心強いことに同僚の議員たちがその実現に

向けて力入れてくださって、先日は勉強会

も開催されたところです。町はと言えば、

令和４年３月に戸知山の活用に向けて道路

補修費約4,860万円を予算化し、確かその後、

台風でまたこれにつぎ込んだと思いますけ

れども、今はこの道路完了してます。なお

かつその後、別途、民間４社から問合せが

あり、その民間に対していずれ公募して決

めたいというふうにされてますわね。返事

したままという状況でしたので、この間の

９月議会、いつ公募し、その活用方法を決

定するのか、その方向性を今議会でしっか

りと出していただきたいという形で申入れ

させていただいております。まずその結果

についてどのようになったかお尋ねします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  戸知山の現状につきましてはこれまでの

議会の一般質問等で答弁させていただいて

おりますが、御承知のとおり戸知山につき

ましては各種の規制等があるため、各種施

設の整備がいろいろと難しい課題がござい

ます。上下水道のものなども未整備である

ため、多額の投資が必要であるという状況

もございます。公募につきましては、現在

民間からの活用の御提案の中で、先ほど言

いました規制等などにつきまして、現在ま

だずっと確認中でございますので、その整

理がつきましたできるだけ早い時期に公募

ができるように取り組んでいきたいと思っ

ておりますので、現在そういう状況でござ

います。 

○議長（永並 啓君） 
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  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  問合せがあった民間に対して、いずれ公

募するとお答えになってんですよね、これ

は。その民間のほうから私に問合せがあっ

て、いつ公募するんですかなんて。だから

前回出させていただいたんです。もうきち

っと決めるべきでしょう。公募するって答

えてるなら、いつ公募するのか。そういう

意味の質問でしたけども、もう一つ、今の

答弁聞いたらこういうことなのかなと思っ

たのは、その９月議会で答弁として、戸知

山の活用に向けて企業と調整してる部分が

あるというのがありました。これは考えて

みると、勝手に分析してみると、公募する

と言いながら一方で企業と調整した部分が

あるならば４社のほかに別の１社と戸知山

の活用に向けて調整しているのか。それと

も４社のうち１社と調整に入ってるのか。

どういうことなのかなと。この民間と調整、

戸知山の活用に向けて民間企業と調整して

る部分があるという言葉がよう理解できな

いので、御説明お願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  まず今、以前の回答、答弁をいたしてお

りました４社以外にあるのかということに

ついてはそれはございません。御提案して

いる中でインフラ関係とか先ほど言いまし

た法規制の問題で、御質問等は申出の中で、

提案の中で出ておりますので、その点につ

いて府にその分の確認をしておるというと

ころでちょっと時間がかかっておるという

状況でございますので、そのような状況で

ございますが、その辺がちょっと整理が現

在も確認中でございますので、そこを整理

が済んでからということで考えておる次第

でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  いつまで。 

○総務部長（入江太志君） 

  今、大阪府と協議をしておりますので、

府にいつまでということを踏まえて協議を

しているちょっと状況ではございませんが、

急ぎ府のほうにはその辺の質問内容につい

ての確認をしていきたいと思っております

ので、今ここでいつまでにというのはちょ

っと申し上げづらいところもございますの

で、その辺は御承知おき願います。よろし

くお願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  よう町が現状取り組んでいる状況が見え

ないんですけども。仮にこの間４社とおっ

しゃいましたけど、４社問合せがありまし

たと。その４社のそれぞれの申出がそれぞ

れに実現可能かどうかを大阪府に問い合わ

せてるんですか。確認します。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  全て４社のその提案が全て実現可能かと

いうような確認ではございませんで、そん

なうちの１社のほうから問合せがございま

すので、その辺について返すといいますか、

確認をしておるという、そのような状況で

ございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  それって不平等じゃありません。４社あ

るなら４社の提案が可能かどうか。あるい
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は４社のうち町としてはこれがいいと決め

て動いてるんですか。どういうことかよく

わかってこない。じゃあほかで待ってる人

どうするんですか、ほかで待ってる会社。

公募しますって言われて待ってんですよ。

どういうことかもう一つ説明してください。 

○議長（永並 啓君） 

  暫時休憩いたします。 

（午後３時38分 休憩） 

（午後３時38分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  町のほうに戸知山の活用についてという

ことで、これまでに４社から問合せがあっ

たというところはそういうことでございま

す。我々今、何をしてるのかといいますと、

それぞれの企業が提案いただいているもの

について、どういった内容のものかってい

うところはそれは企業からある程度の話は

我々お伺いしてます。議員のほうもおっし

ゃっていただいてるようなことも、議員が

お聞きいただいてる話も我々お伺いしてま

すので、それが可能かどうかっていうのは

こちらのほうで検討させていただいており

ます。それが可能かどうかというそれぞれ

のものについて、可能かどうかというのを

今検討している段階でございます。検討と

いうか、中で可能性があるものかどうかっ

ていうのを府にも確認しながら調整してい

ると。ですから１社だけが特にそれを可能

かどうか調整したわけではございませんで

して、ほかのものについてもそういう実現

性があるのかどうかというところは、事前

に我々としては把握っていうか確認してお

きたいと。公募をするに当たって全くでき

ないものを御提案いただいても、そのプレ

ゼンに至るまでに終わってしまうというこ

ともございますので、その事前の整理をし

ているというところで御理解いただきたい

と思います。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  前回、総務部長のほうから、私、補助金

なども調べておいてくださいと言ったとき

に調べてくださって、大阪府のほうでも、

新しい事業に対してはそういった可能性の

ある補助金がありますっていうのはお話い

ただいてますので、現在は大阪府のほうと

は豊能町いろいろ提案があった、４社なの

かもしれないけど、それがそれぞれ可能性

があるかどうか聞いてるというふうな理解

でよろしいですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  今回の提案いただく場所につきましては

戸知山でございます。議員御存じのように

戸知山については多くの法規制がかかって

おります。なので、例えば近郊緑地保全区

域の中で何ができるのか、砂防指定区域の

中でどういう施設がいるのか、宅造もござ

いますので、造成切り盛りがどの程度ある

のかというところを我々整理しておかない

と、本当に提案いただいてもこれ何も身に

ならないものばっかり、我々４ついただい

てもどうしようもございませんので、そこ

のとこを整理させていただいて、こういう

形であれば何とかなるのかなというところ

は我々としても把握しておきたいというこ

とでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 
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  うち４社までは絞られたってふうな理解

をさせていただきますがよろしいですか。

いいですそれは。今後また聞かせていただ

きます。ただ、その結論はいつごろ出そう

ですか、大阪府から。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  今、事前に我々お聞きしてるのが４社と

いうことでございますので、実際にこれ公

募いたしますと別に４社に限らずいうこと

になってくるかもわかりません。そこのと

こはそういう状態であるということでござ

います。いつまでにということでございま

すが、この場で、今ちょっと先ほどから部

長も申し上げているように、大阪府と協議、

調整しておりますので、それがいつ終わる

のかっていうのはその相手ある話でござい

ますので、今ここでいつっていうことは正

確にはちょっと申し上げられない状況でご

ざいます。申し訳ございませんがそういう

ことで御理解いただきたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  じゃあ違う質問します。こちらの資料、

理事者の皆様には前もってお渡してますし、

本日同僚の議員たちにも配付させていただ

きましたけども、これは今から16年前の平

成19年７月19日に開催された全協の資料で

す。当時、配付されたんですけども、戸知

山誘致、民間事業者土地利用意向調査です。

これによりますと、当時も説明いただきま

したけども、戸知山の活動向けて10件問合

せがあり、うち８件が現地を視察され、最

終的に４社から提案をいただいたってのが

これです。ざっと言うと、警察訓練所とか

それから医療法人による免疫治療培養研究

室とか住宅推進とか、３件目にガーデンエ

リアとスキーですよ。キャンプ場とか。そ

れから４件目は有料老人ホーム、スポーツ

センター、分譲住宅となってます。お尋ね

します。先ほどるる説明していましたよう

に、あそこは上下水道も完備されてません

し電気も通ってません。近郊緑地もかかっ

てますし、砂防指定区域、宅地造成、都市

計画と様々かかってますよね。そうなった

ときにこれ可能ですか。単純に素人の私か

ら見てもちょっとこれ無理だなと思うんで

すけれども、いかがですか、これ部長。大

阪府に問い合わせないとわかりませんかこ

れも、可能かどうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  平成19年のこの７月の戸知山町有地の民

間事業者の土地利用意向調査について、３

階の都市計画のほうともちょっと議論させ

ていただきまして、まず、都市計画法がこ

の19年７月を超えて11月に一部法改正され

まして、例えば２番の住宅系なんですけど

も、大規模住宅の開発がまず廃止、できな

いという形にまずなっております。それか

ら先ほど町長、副町長からもあったとおり、

土地山については近郊緑地保全区域が通る

ということで、大規模ではない住宅とか事

務所、そういったものもちょっと建築は今

のところ、その近郊緑地保全区域に指定さ

れてるエリアの中では住宅とか事務所の建

設が難しいというところです。そこから外

れてる箇所もありますので、そちらのほう

では建設は可能ということです。それから、

この御提案の中でいきますと、３番目のガ

ーデンエリアとかキャンプとかあります。

この辺につきましては、都市計画法上でい
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くと第二種特定工作物というものに該当い

たしますので、こちらであれば建物も必要

としなかったり、あと、その地形を現状を

そのまま利活用するという場合においては、

例えばスキーみたいな、そういったものに

ついては実施可能であると考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  多分ね、私これなぜ実現しなかったんで

すかって、古い話ですが、そのことを問う

つもりはないんですよ。ただ、町として非

常に難しい土地だとわかっていながら、な

ぜそれを活かさなかったのか。私、これを

見てましたから、昔、かなりいろいろなこ

とに使える土地なんだなと、戸知山が、正

直思ってました。だから当時の町も町部局

も同じようなことを考えたんじゃないか、

これと思ってます。正直言って本当にはっ

きり、なぜこんなにしつこく言うかといえ

ば、道路補修費ですね。道路補修費四千八

百何万円使ってやってます。その目的が企

業誘致です。ほぼ企業誘致するために四千

八百何万円費やしたならば費やしたなりに

早く結論出していただきたいということで、

この質問は終わります。 

  次の質問に入ります。 

○議長（永並 啓君） 

  早くでいいですか。早くでいいんですよ。 

○10番（秋元美智子君） 

  次また聞きます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  地域医療の充実についてお尋ねします。

西地域では滝沢外科に次いでこの10月の末

に地域医療に、貢献してこられた森井整形

外科も転院することになりました。整形外

科が存在しなくなるっていうことは、現在

通用してる方にとってはもちろんですけれ

ども、この町の高齢化を考えたときに非常

に重大な問題じゃないかと私は思ったんで

すが、町として何らかの対策をお考えでし

たらお聞かせください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  議員先ほど御指摘のとおり、本年12月に

て、町内で診療する整形外科医院が閉院す

ることとなりまして、御指摘のとおりの、

町内に整形外科医院が存在しないというこ

とになります。このたび閉院される森井整

形外科医院にこの間ヒアリングを実施させ

ていただきました。お聞きした内容により

ますと、医院側も町内に整形外科がなくな

ることを非常に心配しておられまして、現

在、医院から引き継ぎ業務を継続していた

だける医師等を医療コンサルに依頼されて

いるとお聞きしてございます。本町といた

しましても現在の医院の状況等を詳しくお

聞きしておりまして、医院側に了解を得た

上で近隣の医療機関や本町と関係のござい

ます医師の皆様に相談をかけさせていただ

いてございます。引き続き行政としてでき

る範囲で医院とともに連携しながら対応し

てまいりたいと思ってございます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。現在のね、多分

それは森井整形をそのまま引き継いでくだ

さるお医者さんを探していらっしゃるんだ

と思います。とてもありがたいですし、逆

言うと非常に難しいことですけども、ぜひ
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これは本当に期待してますんでお願いしま

す。また万が一駄目だった場合ですよ。近

場では箕面の照葉の里がありますけれども、

ちょっと足の悪い方、そういう方が通うに

しては距離がありますので、何か今後やっ

ぱり交通手段の充実など必要かと思います

が、そちらの方向では何か考えていらっし

ゃったらお聞かせください。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  議員一部触れていただきましたけれども、

私どもも本町周辺の整形外科の状況につい

て調べております。先ほどございました照

葉の里箕面病院につきましては、週に３回、

午前診をされてございます。あと多田にあ

りますベリタス病院、これは月から土まで

午前診。それと協立記念病院、旧の協立温

泉病院でございますが、こちらについては

月から金の午前診、それとあと個人といた

しまして、畦野駅と多田駅周辺に個人医院

一つずつあるということで確認をしてござ

います。直結した交通手段については今ち

ょっとお答えすることはできませんけれど

も、例えば照葉の里箕面病院であれば、実

質東地区については送迎を行っている実績

もございます。町内には何かをされている

医院もございますのでその辺、もし調整が

つけばということになると思うんですけれ

ども、お話ぐらいはさせていただけること

はできるかなと思ってございます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。今後の取組、大

変かと思いますけど、相手先のあることで

すからよろしくお願いいたします。 

  最後になりますが、人口増加に向けた空

き家対策の有効活用についてお尋ねします。

これはここ２か月の間に我が家に入ってい

たチラシです。５枚あります。２か月の間

に５枚きました。ここのチラシは昔から必

ず裏にこう書いてます。紹介物件が大変不

足しておりますと、常に不足してますと。

これはここで大きく書いてます。確かにそ

うだろうなと思わせるのが、裏にしか物件

が載ってないからですね。ずっとこの形な

んですね。ほかにも至急そういう物件出し

てくださいというふうなチラシがやっぱり

あるんです。それで、豊能町の空き家バン

クなんですけども、11月29日現在、登録件

数はわずか２件。ざっと見回しても11件に

１件以上空き家がある中で、この２件とあ

んまりにも少な過ぎるんですね。ここ考え

ていただきたいんですけど、幾ら魅力ある

まちづくり進めても、移住者の希望に合っ

た、家族構成や生活スタイルに合った宅地、

中古住宅、賃貸、賃貸か売買になるかわか

りませんけど、なければ移り住みたくても

この豊能町に住むことはできません。てこ

とは豊能町にとって人口増加の機会をずっ

と失ってきたという理屈が私の中で成り立

つんです。こうしたケースを少なくするた

めにはもっと空き家バンクへの登録件数を

増やして、住居となる物件の選択肢を広げ

ていく必要があると思ってます。この８月

に町は、２年以上の空き家バンクの登録を

条件とした家財道具等処分補助金制度を設

置されましたね。私はこれ評価してます。

これまでに３件申込みがあったと聞いてま

すけども、これ広報とよのであれしたんす

けど、以外にどのような形でこの制度周知

されてますか。住民の方々に。始まったば

かりだから、広報とよのだけでもいいんで

す。ただ今後こういうふうな方法も考えて
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るということがありましたらお聞かせくだ

さい。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  先ほどの家財道具の処分の補助等の宣伝

の件だと思いますが、現在、町報では周知

をしております。あとホームページからも

インターネットの掲載をして、現在３件の

申請がございました。うち２件が今ネット

に登録、あと１件については今進行中でご

ざいますので、これが整理をすればアップ

できるのかなという状況でございます。ほ

かに固定資産税の通知をする際にでも家屋

を、空き家というか、抱えていらっしゃる

方もいらっしゃると思いますので、その辺

りにも周知をしていきながら掘り起こしを

して、住宅をうまく回転していけたらなと

考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  実は先日、シルバー人材センターを通し

てある空き家の家財整理いってきたんです。

所有者の方、遠くの自治体に住まれてまし

て、御近所からも覆い茂った庭木の苦情が

入ったんですね。町のほうがその連絡を環

境課からその方に連絡して、その方からシ

ルバーにっていう形で来たんですよ、話が。

私こういったケースは初めてなんです。何

件か家財整理はさせていただいたことあり

ますけど、植木伐採と一緒になったという

ケースは初めてだったんです。ですから今

回はてっきり、住民の苦情が町に入ってす

ぐ町が動いて、環境課に回って環境課が所

有者に連絡して、そのときにシルバー人材

センターを紹介したかどうかわからないけ

ど、そういうルートがしっかりでき上がっ

てるとばっかり思ってました。思ってまし

たし、当然思ってるから、この家財整理の

制度もこの人は知ってると思いまして聞い

たところ知らんと。なおかつ今度シルバー

に確認したらシルバーも知らんと、聞いた

ことないと言われたんですよね。ちょっと

ね、えって感じだったのは、実はこの６月

に町は空き家等対策計画を策定されてます

わね。その中で、空き家バンクの活性化を

図るためにＮＰＯ法人等とより強固な体制

を構築していくとしてるんですよ。あれっ

て、そうかシルバー人材センターというの

は町にとってＮＰＯ法人の一つではないん

だなと思った次第なんですが、その認識で

よろしいですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  暫時休憩いたします。 

（午後３時57分 休憩） 

（午後３時58分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  すみません。ちょっと不勉強なもので申

し訳ございません。計画はこの６月にでき

てるようでございます。中身については議

員おっしゃるような、例えば空き家のその

対策についてＮＰＯ法人等と連携を図って

まいりますということでございます。ただ、

計画できたときに我々のほうでそこのとこ

ろを十分中の関係課と調整しておけばよか

ったんですが、そこが十分でなかったとい

うところがございます。ＮＰＯ法人等の中

にシルバーが入ってないのかということで

はございませんでして、それでそういうと

ころにもこれから周知してするなどして、
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関係機関と連携を取りながら、空き家対策

には努めていきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  空き家の問題で、庭木のことにしても家

財にしても、最終的に来るのはＮＰＯ法人

ですとか、シルバーもそうかもしれない、

そういうとこなんですね。そこに来たとき

に、何だったらこういう制度があるから、

この際、空き家バンクに登録しませんかっ

ていうお声がけができるのはまさにそこな

んですよ。そこの充実をやっぱり図ってい

かないと、幾らいい制度をつくっても進ん

でいきませんのでお願いします。多分、し

つこく聞くつもりありませんけど、町のほ

うとしてはこういった対象団体幾つあるの

か把握した上で町への協力を呼びかけてい

ただきたいと思いますので、お願いいたし

ます。これはお願いでございます。今後の

取組です。それで私、９月の議会で、空き

家バンク登録件数を増やすことで人口増加

に大きな成果を上げている香川県の小豆島

を取り上げさせていただきました。この町

がここ２か月半の間にどんな成果を上げた

かなって思って調べたら、驚くことに、８

月24日から11月15日までのわずか２か月半

で売買賃貸合わせて契約成立が15件、ほか

に交渉中が12件だったんです。もう本当驚

いたんですけど。この町ってのはこれまで

に登録された件数は451件あります。もう

400件弱が誰かに買ってもらったり貸したり

なんかして、現在残ってる物件が54件なん

ですよ。たった54件。要するにもう400件近

くはなんだかんだと利用されてるわけです。

なぜしかも今残ってる五十何件のうち５件

は、ここ２か月の間に新規登録なんですよ。

うちの町がなかなか進まないんだけど、こ

の町はこの２か月半でもう５件を登録なっ

てるんです。何でかな。町に考えていただ

きたいってことはあります。一つはこの町

の取組で、空き家バンクに登録した賃貸物

件を対象にしたリフォーム費用補助制度が

あるんです。これがまたすごいなと思うの

は、対象は台所とか浴室とかトイレとか、

内装、屋根の葺き替え、畳の張り替え。要

は借りる側が注目するとこですね。これに

対するリフォーム費用として50万円全額控

除なんですよ。自己負担ゼロ。その50万円

を超えた場合半分補助してくれる。要は、

100万円のリフォームがかかった場合には50

万円は出ますからね。プラス、残りの50万

円の半分を出す。だから町は75万円も補助

して、自己負担が25万円なんですよ。そう

なった場合に空き家持ってる人は、これは

借り手が出てこようと出てこまいとリフォ

ームしといて登録したほうがいいなってな

るんですよ。私の知り合いはこの町からわ

ざわざ高い交通費をかけてリフォームしに

きました。登録もされた。これもさっき言

いました、借り手側にとってもありがたい

んですね。借りるとこのトイレが汚いとか、

台所が汚いとかっていうのはとても借りる

気にならないですけど、そこのとこを本当

に、利用者の気持ちをつかんだすごい大き

な成果を上げてるなって。このリフォーム

代、リフォームにかけてる予算は本年、参

考までに1,268万円。空き家の登録が新たに

この２か月で５件。そのほかに売買代やら

何やら貸し手のほうは当然賃料が入ってき

ますからね。やっぱり活用してっていうふ

うな形でどんどん増えてるってことが大事。

もう一つのほうなんですが、これはそれこ

そ空き家バンクの活性化を図るため、より

強固な体制づくりにどのように向かってる

かっていうと、小豆島町は地域おこし協力

隊の移住コンシェルジュと空き家コーディ
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ネーターを配備されてます。こちらの経費

は予算が960万円になってんですね。ここに

いろいろとこの町の取組の資料あるんです

けども、こういうものを見ても、やっぱり

職員の方がほかの仕事をしながらこのこと

をやってくのは本当無理があるなって。で

すからやはり前から、地域おこし協力隊の

人に対する町の、いろいろな形で質問させ

ていただいてる。その背景にあるのはこう

いうことです。本当の専門家をやっぱりこ

の町の地域おこしのために考えてみたらい

かがでしょうか。もしなんでしたら部長に

は前もってお伝えしますので、いろいろ調

べてくださったかと思いますけどもお願い

します。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えしいたします。 

  秋元議員から小豆島の件はお聞きしてお

りましたので、私なりにちょっと調べてま

いりました。小豆島町でございますが、人

口が１万3,000から4,000人ぐらいの町と記

憶してございます。ここは島ですのでもう

一つ土庄町の２町が一つの島を形成してる

といいますか、二つの自治体がございます。

そのうち小豆島町は、特に産業が観光産業

が主力。年間100万人ぐらいが観光客で訪れ

ていらっしゃるというようなことが町のホ

ームページでちょっと見ておりました。あ

と産業もオリーブ加工とか、あるいは醤油

とか、あるいはそうめんとかそういうのが

主力の産業で、結構その生産といいますか、

工業といいますか、産業も活発に展開して

おられるというような状況かなと思ってお

ります。それで、今おっしゃっていただき

ました地域おこし協力隊も、そういう定住

移住と、労働者の確保といいますか移住と

労働の確保もセットしてるのかなと思って

るんですが、商工会にも地域おこし協力隊

を派遣して、連携しながら取り組んでいら

っしゃるという、それだけの規模の売上げ

といいますか、年間100万人観光客でいらっ

しゃるので、うちとはちょっと事情が異な

るような感じもお見受けしました。そこの

町で生活をしないといけないというところ

なので。その部分を含めまして小豆島の活

かせるところはちょっと勉強させていただ

いて、地域おこし協力隊の活用を含めて積

極的にちょっと検討していきたいとは思い

ます。これは予算の審議の中でも話してい

きたいとは思っておりますので、よろしく

お願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  この質問の趣旨は、空き家を活用しなけ

れば人口が増えないということです。それ

で小豆島の担当者に問い合わせたときに、

どんなにまちづくりよくしてみたところで

空き家がなければ人は来ないと。人を増や

すためにはともかく空き家を登録してもら

わなくちゃ駄目だったという結論をもとに、

現在いろいろな制度ができてる。だから観

光がどうのとかお金がどうの、もちろん大

事、豊能町の関係人口を集めるのに。しか

し来たくても住みたくても家がなければど

うにもなりません。よろしくお願いします。

終わります。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で秋元美智子議員の一般質問を終わ

ります。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。本日はこれをもって散会いたし

ます。次回は、明日12月６日午前９時半よ

り会議を開きます。本日に引き続き一般質

問を行います。どうもお疲れさまでした。 
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散会 午後４時07分 
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本 日 の 会 議 に 付 さ れ た 事 件 は 次 の と お り で あ る 。  

一 般 質 問  



 2－70 

  以 上 、 会 議 の 次 第 を 記 し 、 こ れ を 証 す る た め こ こ に 署 名 す る 。  
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